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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、ニカラグア共和国と締結した討議議事録（R/D）に基づき、技術

協力プロジェクト「小規模農家のための持続的農業技術普及計画プロジェクト」を、2008（平成

20）年3月から2013（平成25）年3月までの予定で実施しています。 

このたび、当機構は、協力期間中の活動実績等についてニカラグア共和国側と評価を行うとと

もに、今後の対応策等を協議するため、2012（平成24）年11月19日から12月9日まで、国際協力専

門員永代成日出を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣しました。 

本報告書は、同調査団によるニカラグア共和国政府関係者との協議及び評価調査結果等を取り

まとめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されることを願うも

のです。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表しま

す。 

 
平成25年1月 

 
独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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ミニッツ署名 評価レポート署名 

  

農民聞取り調査 堆肥作り 

  

キャベツ栽培 簡易育苗ハウスと育苗トレー 

  

ボカシ肥 傾斜地でのフリホールマメ栽培 

（上部に土壌保全用の生け垣）  



 

 

      
  

ミミズ堆肥作り ピーマン作り（点滴灌漑） 

  

灌漑用貯水タンク トマト栽培 

  

近隣農民を集めて行われた講習会（展示研修圃） 生物農薬の紹介 

  

稲のひこばえ品種の種子増殖（INTA試験場内） ひこばえ品種の適応試験が行われた農家圃場
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終了時評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国 名：ニカラグア共和国 
案件名：小規模農家のための持続的農業技術普及計画

プロジェクト 

分 野：農林水産-農業-農業一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：3億8,700万円 

協力期間 
（R/D）：2008年3月31日 
        ～2013年3月30日 

先方関係機関：ニカラグア農牧技術庁（INTA） 

日本側協力機関：特になし 

他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

ニカラグア共和国（以下、「ニカラグア」と記す）は、国土面積12万9,000km2、人口は567万
人（2008年統計局）、1人当たりGDPは1,096USドル（US$）（2009年中央銀行）である。1979年
から10年以上続いた内戦による国内経済の疲弊の影響も残り、現在は中南米でハイチ共和国（以

下、「ハイチ」と記す）に次ぐ低所得国となっている。2001年に行われた全国調査によれば、貧

困人口（年収383USドル未満）は45.8％、極貧人口（年収200USドル未満）は15.1％であり、PRSP-
Ⅱ（Poverty Raduction Strategy Papers）［2005年11月に策定した国家開発計画を、世界銀行（世銀）

と国際通貨基金（International Money Fund：IMF）がPRSP-Ⅱとして承認］では極貧人口の割合

を2010年までに11.5％へ引き下げることを目標に掲げており、この目標の達成のためには、ニ

カラグアの就業人口の30％（2008年ニカラグア中央銀行）を占める農業分野を通じた貧困対策

が不可欠となっている。 
小規模農家（所有面積14ha以下の農民）が抱える具体的な課題としては、土壌肥培管理や病

害虫対策を含む技術の不足、市場に関する情報の不足、資材購入や生産物の販売のための組織

化の不足などによる生産性・収益性の低さが挙げられる。また、不適切な農薬の使用による健

康被害、環境への負荷、その他農地肥沃度の低下等の問題も指摘されている。ニカラグア政府

は、2005年に「有機農法振興国家戦略」を策定し、有機農法を現地の実情に即した持続的で競

争力のある低コストの代替農業技術のひとつと位置づけて振興を図ろうとしており、小規模農

家にとっても適用可能なひとつの選択肢として有機農業の促進・普及を推進している。この戦

略に沿った形で小規模農家の抱える問題を解決するためには、政策の方向に加えて、具体的な

技術を示すことにより、小規模農家に技術的な選択肢を提供する必要がある。この点でニカラ

グア政府機関には十分な経験がないことから、わが国に対し小規模農家を対象とした持続的農

業技術の開発及び普及に関する協力を要請し、本技術協力プロジェクトが実施された。 
本プロジェクトの対象地域は、ニカラグア中北部地域［ヒノテガ（Jinotega）、マタガルパ

（Matagalpa）の各県］及び太平洋南部地域［マサヤ（Masaya）、グラナダ（Granada）、カラソ

（Carazo）、リバス（Rivas）、マナグア（Managua）の各県］であり、中北部地域は、国内の主

要な野菜生産地（レタス、ニンジン、ブロッコリー、トマト等）であり、一方の太平洋南部地

域は、果樹（マンゴー、パパイヤ、柑橘類など）の主要生産地である。実施機関のニカラグア

農牧技術庁（Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria：INTA）は、マナグアにある本庁

のほかに6つの地域事務所から成るが、各地域事務所はその下部組織として試験場と複数の普及
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事務所を有し、普及活動と技術試験を実施している。本プロジェクトは、INTAが持続的農業技

術を普及するための体制を強化するとともに、対象地域の小規模農家への技術の適用、普及を

めざすものである。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、ニカラグア中北部地域及び太平洋南部地域において、持続的農業技術1の

普及体制強化と対象地域の小規模農家への技術適用を目的として、持続的農業技術の開発、持

続的農業技術普及のためのシステム整備、小規模農家への技術研修等を実施する。 
 
 （1）上位目標 

対象地域の小規模農家に持続的農業技術が普及される。 
 
 （2）プロジェクト目標 

持続的農業技術の普及体制が強化され、対象地域の小規模農家で習得された技術の適用

が始まる。 
 
 （3）アウトプット 

1 持続的農業技術が開発される。 
2 持続的農業技術普及のための技術認証システムが整備される。 
3 対象地域の農家が持続的農業技術を習得する。 

 
 （4）投入（評価時点） 

日本側：総投入額約3億8,700万円 
長期専門家派遣：延べ6名、短期専門家派遣：延べ4名 
研修員受入：本邦研修 計12名、第三国研修 計60名 
機材供与：総額 約2,300万円 
ローカルコスト負担：約1,900万円 

相手国側： 
カウンターパート配置：92名（終了時評価時） 
ローカルコスト：計 約1億2,300万円（ただし、人件費が大半を占める） 
土地・施設提供：専門家事務室、倉庫、打合せスペースの提供 

                                                        
1 本技術協力でめざす持続的農業の定義は、「化学肥料、農薬等の投入を削減しつつ、それを通じてより安全な食料生産に寄与

し、また自然資源と環境を保全し、生産性と収入の向上をめざす体系」であることを、INATAと調査団員間で確認した。 
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２．評価調査団の概要 

調査者 

総 括： 
計画管理： 
評価分析： 
通 訳： 

永代 成日出 
鈴木 俊康 
道順 勲 
高濱 さえ子 

JICA国際協力専門員 
JICA農村開発部畑作地帯第一課 
中央開発株式会社 海外事業部 
財団法人 日本国際協力センター（JICE） 

調査期間 2012年11月19日～2012年12月9日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果1：「持続的農業技術が開発される」 
達成状況：成果1は、プロジェクト終了時までに達成される見込みである。指標1-1「持続的な

技術が4種類開発される（土壌の肥沃度改善に関するものが2種類、農家レベルで適用可能な

病害虫管理技術が2種類）」については、2009年から2012年までに29件の試験研究と8件の適応

試験が実施され、うち4件はINTAの技術カタログに記載される見込みである。ただし、一定

の確立された技術として持続的農業技術を農民へ普及を図るためには、持続的農業技術を体

系的なものにすること（例えば、作物別に作物栽培サイクルを通じた技術の適用方法などの

確立）が必要であると考える。したがって今後、INTAが本プロジェクトで得た知見や経験を

活用して、更に技術開発を独自に進めていくことが期待される。 
 
成果2：「持続的農業技術普及のための技術認証システムが整備される」 
達成状況：成果2はプロジェクト終了時までに達成される見込みである。指標2-1「持続的農業

の技術認証カリキュラムが技術ごとに作成される」に関しては、プロジェクト終了時までに

「土壌保全・土壌肥沃管理」及び「総合的病虫害管理」に関する研修カリキュラムの 終版

が作成される予定である。また、指標2-2「2012年9月までに、1名以上の普及員が持続的農業

の技術認証を受ける」については、技術認証制度の整備が遅れたため、2012年9月までに技術

認証を受けた普及員を出すことができなかったが、2012年12月5日に開催の合同調整委員会に

おいて、マナグア地域の普及員12名が技術認証を受けた。プロジェクト対象地域の他の普及

員の認証作業については、プロジェクト終了時まで完了する予定である。 
 
成果3：「対象地域の農家が持続的農業技術を習得する」 
達成状況：成果3の2つの指標（指標3-1「210以上の展示圃が設定される」、指標3-2「2,100名以

上の農民が研修を受ける」）とも、既に達成されている。プロジェクトで実施した農民対象の

調査結果から、技術移転を受けた農家の持続的農業技術の習得・適用状況も良好であるとい

える。 
 
プロジェクト目標：「持続的農業技術の普及体制が強化され、対象地域の小規模農家で習得され

た技術の適用が始まる」 
達成状況：研修及び展示研修圃（Parcela Demostrativa y Capacitación：PDC）での普及活動を通

じてINTAの普及員の能力強化が図られ、普及員の技術認証システムの整備が進められつつあ

り、指標1「50％以上の普及員が2つ以上の技術認証を受ける」は達成される見込みである。
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また、指標2「70％以上の展示圃農家がプロジェクトで導入された持続的農業技術を実践する」

については、技術適用状況を測る指標として必ずしも適切ではないが、過去に持続的農業技

術の普及対象となった農民が継続的に技術を適用している割合は非常に高く、所期の目標は

達成される見込みである。 
 
３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 
次の観点から妥当性は高いと判断する。①対象地域・社会及びターゲット・グループの

ニーズとの整合性、②ニカラグア政府の開発政策との整合性、③日本国（以下、「日本」と

記す）政府の支援方針との整合性、④プロジェクトアプローチの妥当性。 
 
 （2）有効性 

研修及び展示研修圃（PDC）での普及活動を通じてINTAの普及員の能力強化が図られ、

遅れてはいるものの、普及員の技術認証システムの整備が進められつつあり、プロジェク

ト終了時までに技術認証システムの提案がなされる見込みである。また、持続的農業技術

の普及対象となった農民の技術適用状況が良好であることが確認されている。このように、

持続的農業技術の普及体制の強化と、小規模農家の技術適用状況が進展していることから、

プロジェクト目標の達成度は高い。したがって、有効性は高いと判断する。 
 
 （3）効率性 

総合的に勘案すると、本プロジェクトの効率性は中程度である。 
 
 （4）インパクト 

1）上位目標「対象地域の小規模農家に持続的農業技術が普及される」の達成の見通し

上位目標の指標を2016年までに達成する可能性は十分にあると考えられる。 
 

2）その他のインパクト 
本プロジェクトの波及効果・インパクトとして以下の点があることを確認した。 

① INTAが実施中あるいは実施予定のプログラムでの持続的農業技術の利用 
② 持続的農業技術を適用した農家の作物栽培における効果（生産コストの低減、化学

農薬類を利用した場合と比較して安全な作物が収穫できること、技術の応用・普及、

持続的農業技術の活用に向けた普及員と農民の態度の変化） 
 
 （5）持続性 

政策面と組織面での持続性は確保される見込みが高い。一方、財政面の持続性について

は、INTAが試験研究や普及活動に関する資金を外部資金に依存する割合が高いため、外部

資金の有無に影響される。技術面については、一定の持続性が確保されると見込まれるも

のの、本プロジェクトでは20種類以上の持続的農業技術の導入を図ってきたため、職員に

よっては、個々の技術についての理解度を今後、更に高めていく必要があると考えられる。
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したがって、今後も継続して技術の理解度の向上に取り組む必要があると思われる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 
特になし 

 （2）実施プロセスに関すること 
プロジェクト開始当初を除き、日本人専門家とカウンターパート間、並びにINTAの地域

事務所間のコミュニケーションが非常に良好であったことが、良かった点としてまず挙げ

られる。また、INTAの本部職員やプロジェクト対象地域内のINTA地域事務所、試験場、普

及事務所の職員の多くが、本プロジェクトに積極的に参加したことも、持続的農業技術の

農民への普及が進んだ要因であるといえる。さらに、ニカラグア政府やINTAが、有機農法

等の環境に優しい技術の普及を図っていく方針をもっていることが、持続的農業技術の普

及を図るうえで時機を得たものであることも促進要因である。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 
プロジェクト目標には、普及体制の強化が含まれているものの、結果的には、普及員の

能力判定を行う制度の提案が主目的となってしまった。PDMの活動項目に、普及体制の現

状把握と改善策を検討し、普及体制の強化を図ることが明確に分かるような書きぶりをす

べきであったと思われる。 
 
 （2）実施プロセスに関すること 

① プロジェクトマネジメントで不十分な面があったこと（プロジェクトの枠組みや詳細

活動計画についてカウンターパート側と情報共有や計画作成が不十分であったことな

ど） 
② 一部の日本人専門家のプロジェクトの枠組みに関する理解不足（現場での普及活動に

注力して、普及面での成果は上がっているものの、INTAの普及体制の改善・強化、研

修カリキュラム作成等の職員能力向上策の整備、教材・マニュアル・パンフレット類

の作成、作物の栽培サイクルを考えた技術パッケージづくりを考慮に入れた実証・適

応試験の計画づくり等の面が不足） 
 
３－５ 結 論 

普及員技術認証システムに関する提案書の 終案作成、農家展示研修圃活動ガイドの 終版

の作成、普及員及び農民向けの技術パンフレット・マニュアル類の作成など、プロジェクトの

残り期間（2013年3月末までの約4カ月間）に完了させるべき活動があるものの、プロジェクト

目標の達成度は、持続的農業技術の開発、INTA普及員の能力向上、プロジェクト裨益小規模農

家の技術適用状況から判断して、プロジェクト終了時点において達成される見込みである。特

に、持続的農業技術の小規模農家への普及は、その裨益者数と技術の適用度において高い成果

を上げていると考える。したがって、本プロジェクトは予定どおり2013年3月末に終了すること
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が妥当であると思われる。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

３－６－１ 残りのプロジェクト期間中にプロジェクトが行うべき活動 
① 試験活動（試験場での技術試験と農家圃場での適応試験）についての報告書のファイ

リング及び電子データのCD化 
② 普及員技術認証システムに関する内容の改訂と今後のシステム活用について提案作成

③ 本プロジェクト対象地域の普及員に対する技術認証の完了 
④ 作成中あるいは作成予定の普及員及び農民向けの技術パンフレット・マニュアル類の

完成 
⑤ 普及員研修カリキュラム（案）の内容改善と研修教材の取りまとめ（ファイリングと

電子データのCD化） 
⑥ パイロット農家展示研修圃活動ガイドブックの 終版の作成 
⑦ プロジェクト終了時セミナー（プロジェクト成果の報告）の開催 

 
３－６－２ プロジェクト終了後にニカラグア側が行うべき事項 

① 試験場及び農家圃場での適応化試験の継続実施 
② 普及手法・普及体制の改善 
③ 持続的農業技術に関するパンフレット類の更なる作成 
④ 普及員研修カリキュラム及び研修教材の改善 
⑤ 持続性確保に向けた戦略の策定 

 
３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

① プロジェクト期間中に合計で227カ所の展示研修圃（PDC）で、持続的農業技術の普及活

動が実施され、周辺農家の参加数を考慮すると、かなり多くの農民に技術を伝えること

ができたことは本プロジェクトの大きな成果である。ただし、PDCにおいて農民に持続

的農業技術を伝えること、また普及活動を通じて普及員の能力・経験の向上を図ること

に重点が置かれる一方、普及活動のモニタリング・評価を適切に行い、普及活動が適切

に実施されているか、また、次回の普及活動の改善にどうつなげていくか、さらには、

普及活動によってどのような効果・成果が出ているのか（技術の有効性、作物の生産性

や収益性に対する効果など）を適切に把握するシステムをつくることが不十分であった。

今後、類似のプロジェクトを実施する際には、普及対象となった農家の基本情報（農地

面積、栽培作物、収量など）、支援対象作物、導入技術、生育状況や収量の変化、生産コ

ストの変化、技術移転結果（導入技術採用・継続的使用の状況など）の状況を定期的に

収集・整理・分析するモニタリングの仕組みを普及活動実施前に検討し、PDCでの活動

の効果をきちんと把握できるようにしておくことが重要である。 
② プロジェクト開始初期は、プロジェクト内容についての両国関係者間の共通理解が十分

には取れていなかったとの指摘があった。2年目以降は解消されたものの、初期の段階か
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ら、プロジェクト内容の詳細やプロジェクト・コンセプトについて十分な理解を促進す

ることが重要である。プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：
PDM）には、プロジェクトの目的、達成すべき成果、活動項目、投入について、その概

要が記載されているものの、それはあくまでも概要であり、さらにまた、本プロジェク

トでは詳細な活動計画（Plan of Operations：PO）が作成されていない。プロジェクトの

内容改善とプロジェクト活動の円滑な進捗のためには、カウンターパートとJICA専門家

が共同でプロジェクトの活動計画を作成することが必要である。 
③ プロジェクト・デザインでは、ジェンダーの視点が考慮されていなかったものの、別途

INTAのジェンダーについての方針と戦略に沿って、プロジェクトの技術移転活動に際し

て生産者家族の参加が促進され、普及員が農村家庭の総合開発と男女共同参画の視点を

取り込み、強化した。裨益者により大きなインパクトを与えるには、プロジェクト設計

の時点でジェンダーの視点からの活動を含めていくことが望ましい。 
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終了時評価調査結果要約表（英文）Summary of Terminal Evaluation 
I. Outline of the Project 

Country： Nicaragua Project title： Project on Diffusion of the Sustainable Agricultural 

Technology for Small Farmers 

Issue/Sector： Poverty Reduction in 

Rural Area/ Agriculture General 

Cooperation scheme： Technical Cooperation Project 

Division in charge： Rural 

Development Department  

Total cost (estimated at completion of the Project)： ¥387 million

Period of 

Cooperation 

(R/D): From March 31, 

2008 to March 30, 2013 

Partner Country’s Implementing Organization： Nicaraguan 

Institute of Agricultural Technology (INTA) 

Supporting Organization in Japan： None 

1. Background of the Project 

The Republic of Nicaragua covers an area of 129,000 km2 and a population of 5.67 million (in 2008, 

National Institute of Information Development). The gross domestic product (GDP) per capita is US$ 1,096 

(Report of the Central Bank of Nicaragua, 2009). Due to the civil war that plunged the country into economic 

crisis and continued for more than a decade since 1979, is regarded as the second low-incom country in the 

region after Haiti.  

According to the national survey conducted in 2001, the ratio of population in poverty (less than US$383 

annual income) is 45.8% and ratio of population in extreme poverty (less than US$200 annual income) is 

15.1%. The target of poverty reduction in PRSP-II (World Bank and IMF approved the National Development 

Plan prepared in November 2005 as PRSP-II) is to reduce poverty ratio to 11.5% by the year 2010. In order to 

achieve this target, it was necessary to conduct measures for poverty reduction through development of 

agriculture sector which accounts 30% of working population of Nicaragua (data of the central bank of 

Nicaragua in 2008). 

Challanges for small-scale farmers (agricultural land holding is less than 14ha) are low productivity and 

low profitability due to lack of proper techniques on management of soil fertility, pests and diseases, and lack 

of information on market, lack of organizations for purchasing agricultural inputs and selling agricultural 

products in collaborative manner. Also, due to inadequate use of pesticides, there are problems on health, 

environment, and degradation of soil fertility. The government of Nicaragua prepared the National Strategy 

for Promotion of Organic Agriculture in Nicaragua in 2005 and is promoting organic agriculture considering 

one of alternative agricultural techniques that can brings sustainable, competitive and low cost methods 

appropriate in local conditions, and trying to accelerate and expand organic agriculture as alternative 

techniques that small-scale farmers can apply. 

In order to solve problems that small-scale farmers facing in line with this strategy, it was necessary to 

provide optional and concrete techniques to small-scale farmers. The government of Nicaragua did not have 

sufficient experiences on this field, therefore, the government of Nicaragua requested to the government of 

Japan a technical cooperation on development and diffusion of techniques on sustainable agricultural for 

small-scale farmers.  

Target areas of the project are the central highland (Jinotega and Matagalpa districts) and the pacific 
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lowland (Masaya, Granada, Carazo, and Rivas districts). The former is the major vegetable production area 

and the latter is the major fruits production area. The implementing agency, INTA, consists of a headquarter 

in Managua and six  

local offices. Each local office has experimental fields and extension offices, respectively in charge of 

agricultural experimental tests and technical extension activities.  

 

2. Project Overview 

The objectives of the project are to strengthen the extension system and to apply developed techniques for 

small-scale farmers in the target areas by developing sustainable agricultural techniques, establishing a 

system to extend the techniques, and implementing technical trainings for small-scale farmers. 

 

(1) Overall Goal 

  The techniques of sustainable agriculture for small scale farmers will be diffused in target areas. 

(2) Project Purpose 

  The extension system of sustainable agriculture in INTA is strengthened and small scale farmers in the 

target area initiate using the learned techniques. 

(3) Outputs 

Techniques on sustainable agriculture are developed. 

Methodology for certification of technicians on techniques on sustainable agriculture is established. 

Farmers in the target area learn the techniques of sustainable agriculture. 

(4) Inputs 

  Japanese side： 

  Long-term Expert: total 6 persons,  Short-term Expert: total 4 persons,  Trainees received: 12 persons in 

Japan and 60 persons in third countries,  Provision of equipment: 2.3 million yen,  Local cost expenditure: 

1.9 million yen 

  Nicaraguan side： 

Counterpart: total 92 persons (at the time of terminal evaluation),  Local Cost: 123 million yen (most part 

of cost is remuneration of staff of INTA),  Provision of land and facilities: office space for Japanese experts, 

meeting room and storage 

 II. Evaluation Team 

Members of 

Evaluation Team 

1)  Team Leader: Dr. Narihide Nagayo, Senior Advisor, JICA 

2)  Cooperation Planning: Mr. Toshiyasu Suzuki, Farming Area Group, Rural 

Development Department, JICA 

3)  Evaluation Analysis: Mr. Isao Dojun, Chuo Kaihatsu Corporation 

4)  Interpreter: Ms. Saeko Sakahama, Japan International Cooperation Center (JICE)

Period of Evaluation  From November 19, 2012 to December 9, 2012 Type of Evaluation：Terminal  

 III. Results of Evaluation 

1. Achievement 

Output 1: “Techniques on sustainable agriculture are developed.” 
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Achievement: The indicator of the Output 1 will be achieved its target by the end of the project. However, it is 

necessary to systematize sustainable agriculture techniques (eg, establishment of application of those 

techniques in cropping cycle of each crop) in order to disseminate those techniques to farmers as an 

established methodology. For this purpose, it is expected that INTA carries forward technology development 

with her own effort using knowledge and experiences gained with the project. 

 

Output 2: “Methodology for certification of technicians on techniques on sustainable agriculture is 

established.” 

Achievement: The indicator of the Output 2 will be achieved its target by the end of the project Regarding the 

indicator 2-1, the curriculum for themes on "soil conservation and soil fertility management" and "integrated 

pest management" will be prepared until the completion of the project. Regarding the indicator 2-2, extension 

staff could not get technical certification by the end of September 2012 due to delay in establishing the 

certification system. It is scheduled that 12 persons of extension staff of Managua office receive technical 

certification at the meeting of Joint Coordinating Committee which will be held on 5 December 2012 (12 

extension staff have received technical certificate). A system for technical certification will be established by 

the end of the project. Therefore, the Output 2 is expected to be achieved at a satisfactory level by the project 

completion. 

 

Output 3: “Farmers in the target area learn the techniques of sustainable agriculture.” 

Achievement: The two indicators for Output 3 (number of farm field for demonstration and training (PDC) 

and number of farmer participants) have been already achieved its target. A survey on farmers conducted 

under the project indicates that the degree of acquisition and application of the sustainable agricultural 

techniques that farmers learned under the project is quite well. Therefore, it can be judged that degree of 

achievement of Output 3 is at a satisfactory level. 

 

Project Purpose: “The diffusion system of sustainable agriculture in INTA is strengthened and small scale 

farmers in the target area initiate using the learned techniques.” 

Achievement: Technical capacity extension staff has been strengthened through the trainings and extension 

activities at the PDCs, while it is in the process of establishing a system for technical certification for 

extension staff (a system is expected be proposed before the end of the project). Situation of adoptability of 

sustainable agricultural techniques by farmer beneficiaries is good. It is judged the degree of achievement of 

two indicators of the project purpose is at a satisfactory level. Therefore, degree of achievement of the project 

purpose is at a satisfactory level too. 

 

2. Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance 

Relevance of the Project is judged high from the following viewpoints, 1) relevance to the needs of the target 

area, society and the target group, 2) relevance to the national development plan of Nicaragua, etc., 3) 

conformity to ODA policy of Japan, and 4) project approach. 
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(2) Effectiveness 

Technical capacity extension staff has been strengthened through the trainings and extension activities at the 

PDCs, while it is in the process of establishing a system (draft) for technical certification for extension staff, 

and it is planned to submit a proposal of a system on technical certification by the end of the project. It is 

confirmed that situation of adoptability of sustainable agricultural techniques by farmer beneficiaries is good. 

Therefore, effectiveness of the project is high. 

 

(3) Efficiency 

Considering whole aspects on inputs and outputs, it is judged that efficiency of the project is fair.  

 

(4) Impact 

1) Prospect of achieving the Overall Goal: “The techniques of sustainable agriculture for small scale 

farmers will be diffused in the target are.” 

It is estimated that there is possibility in achieving the target of the indicator of the overall goal by the year 

2016. 

 

2) Other Impact 

The following effects and impacts of the project have been confirmed  

i) Utilization of sustainable agricultural techniques in INTA’s ongoing and planned programs 

ii) Effects generated by applying sustainable agricultural techniques at crop cultivation (reduction of 

production cost, safety products compared products produced using agricultural chemical, change of attitudes 

of extension staff and farmers toward use of sustainable agricultural techniques) 

 

(5) Sustainability 

There is high expectation that political and organizational sustainability can be secured. INTA depends largely 

availability of external resources for research and extension activities. Therefore, financial sustainability 

depends on its availability. In regard to technical sustainability, there is certain degree of sustainability, 

however, it is expected continued improvement and strengthening on technical capacity. 

 

3. Factors that promoted realization of effects 

(1) Planning 

 None 
 
(2) Implementation process 
Good communication between Japanese experts and counterparts personnel, and also among INTA’s 
regional offices is a promoting factor except during initial stage of the project period. Another factor that 
promoted diffusion of sustainable agricultural techniques to famers is positive participation by most of 
staff of INTA central, INTA regional offices, research centers and extension offices in the project area. 
Furthermore, strategy of the Government of Nicaragua and INTA for disseminating environmentally 
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friendly techniques e.g. organic agriculture is a promoting factor, because this project is in line with this 
strategy (by promoting sustainable agricultural techniques).  
 
4. Factors that impeded realization of effects  

(1) Planning 

Although, strengthening of extension system is one of objectives of the project purpose, as a result, 

preparation of a proposed system for technical certification for extension staff has become an objective. It was 

better to describe activity for studying current situation and problems of extension system, preparation of 

measures for improvement in PDM in order that persons involved in the project can understand easily. 

 

(2) Implementation process 

i) There were inadequate project management (insufficient information sharing between Japanese experts and 

counterpart personnel on the project framework and details of the project activities, and also preparation of 

detailed project activities) 

 

ii) Insufficiency of capacity of some Japanese experts (extension activities have been progressed very well 

because some of Japanese experts concentrated in extension activities, however, degree of achievement on 

improvement of extension system of INTA, capacity enhancement of staff of INTA on preparation of training 

curriculum, preparation of leaflets and manuals, planning for research and adaptability investigation 

considering establishment of technical package of specific crop cultivation cycle)  

 

5. Conclusion 

Although there are activities to be completed by the end of the project (end of March 2013, around 4 months 

from now), such as final proposal on a technical certification system for extension staff, preparation of final 

version of the guide on activities at demonstration and training field, technical leaflets and manuals for 

extension staff and farmers, etc., degree of achievement of the project purpose will become at a satisfactory 

level at the end of the project period, considering progress of development of sustainable agricultural 

techniques, strengthening of capacity of extension staff of INTA, and adoptability of sustainable agricultural 

techniques by benefited small-scale farmers. Especially, the diffusion of sustainable agricultural techniques to 

small-scale farmers has generated very good effects in terms of number of beneficiaries and degree of 

adoptability of techniques. Therefore, it is appropriate that this project terminates at the end March 2013 as 

scheduled. 

 

6. Recommendations 

6-1 Recommendation to the activities in the remaining period of the Project 

(1) Compile all reports and digital data on investigation (technical investigation at research centers and 

adaptability test at farmer’s fields) into file and CD. 

(2) Revise contents of system on technical certification of extension staff and prepare a proposal for 

utilization of the system in future. 
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(3) Finalize technical certification activities for extension staff in the project area. 

(4) Finalize leaflets and manuals for extension staff and farmers, which are under preparation or to be 

produced. 

(5) Improve the contents of training curriculum for extension staff and compile training materials (filing and 

recording into CD). 

(6) Prepare final version of guidebook on demonstration and training farms at pilot farmers. 

(7) Hold a seminar on the Project (reporting on the results of the Project) 

 

6-2 Recommendations to the Nicaraguan side after the termination of the Project 

(1)  Continuation of adaptability tests at INTA’s research centers and farmer’s fields 

(2)  Improvement of extension methods and extension system 

(3)  Further preparation of leaflets on sustainable agricultural techniques 

(4)  Improvement of the training curriculum for extension staff and training materials 

(5) Preparation of a strategy for assuring sustainability of the usage of the results of the Project 

 

7. Lessons Learned 

(1)  Necessity of monitoring and evaluation system on extension activities of sustainable agricultural 

techniques to farmers using farm field for demonstration and training (PDC). 

(2)  Importance of obtaining well understanding by staff of the counterpart organization on the project 

concept, goals and detail contents of the project. 

(3)  Necessity of consideration of gender approach. 
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第１章 概 要 
 
１－１ 終了時評価の概要 

１－１－１ 調査団派遣の背景 
ニカラグア共和国（以下、「ニカラグア」と記す）は、国土面積12万9,000km2、人口は574万人

（2009年世銀）、1人当たりGDPは1,070.8USドル（2009年ニカラグア中央銀行）である。1979年
から10年以上続いた内戦による国内経済の疲弊の影響も残り、現在は中南米のなかでハイチに

次ぐ低所得国となっている。ニカラグアでは2001年7月にPRSP-Iを策定し、2005年12月にはPRSP-
Ⅱ（同年11月に策定した国家開発計画を、世銀とIMFがPRSP-Ⅱとして承認）を策定して貧困削

減に取り組んでいる。2005年に行われた家計調査によれば、貧困人口（1日1.15USドル未満）は

46.2％、極貧人口（1日0.61USドル未満）は14.9％であり、PRSP-Ⅱでは極貧人口の割合を2010
年までに11.5％へ引き下げることを目標に掲げていたが、この目標の達成のためには、ニカラグ

アの就業人口の30％（2008年ニカラグア中央銀行）を占める農業分野を通じた貧困対策が不可

欠となっている。 
小規模農家（所有面積14ha以下の農民）が抱える具体的な課題としては、土壌肥培管理や病

害虫対策を含む技術の不足、市場に関する情報の不足、資材購入や生産物の販売のための組織

化の不足などによる生産性・収益性の低さが挙げられる。また、不適切な農薬の使用による健

康被害、環境への負荷、その他農地肥沃度の低下等の問題も指摘されている。 
ニカラグアは、2005年に「有機農法振興国家戦略」を策定し、有機農法を現地の実情に即し

た持続的で競争力のある低コストの代替農業技術のひとつと位置づけて振興を図ろうとしてお

り、小規模農家にとっても適用可能なひとつの選択肢として有機農業の促進・普及を推進して

いる。 
この戦略に沿った形で小規模農家の抱える問題を解決するためには、政策の方向に加えて、

具体的な技術を示すことにより、小規模農家に技術的な選択肢を提供する必要がある。この点

でニカラグア政府機関には十分な経験がないことから、わが国に対し小規模農家を対象とした

持続的農業2技術の開発及び普及に関する協力を要請し、2008年から現在まで「小規模農家のた

めの持続的農業技術普及計画プロジェクト」を実施中である。 
 

１－１－２ 終了時評価の目的 
本終了時評価の目的は以下に示すとおりである。 

① プロジェクトの実績と実施プロセスを確認する。 
② 妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の5項目による評価を行う。 
③ プロジェクト終了までの期間及びプロジェクト終了後に取り組むべき課題を提言とし

て残す。 
 

                                                        
2 持続的農業とは、一般的に化学肥料、農薬等の投入を抑制しつつ、それを通じてより安全な食料生産や自然資源と環境の保

全に寄与し、生産性と収入の向上をめざす体系を指すが、本プロジェクトにおいては、このような考え方を基本としつつ、

特に有機農法を取り上げることとする。 
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１－１－３ 合同評価委員会の構成 
終了時評価団員の構成は以下のとおりである。 

 
＜日本側団員＞ 

担当事項 氏 名 所 属 

団 長 永代 成日出 JICA国際協力専門員 

協力企画 鈴木 俊康 JICA農村開発部畑作地帯第一課 

評価分析 道順 勲 中央開発株式会社 海外事業部 

通 訳 高濱 さえ子 財団法人日本国際協力センター（JICE） 

 
＜ニカラグア側団員＞ 

担当事項 氏 名 所 属 

団 長 Ing. Sheila Vargas 農牧技術庁（INTA）中央企画局農業経済専門員 

団 員 Ing. Sara Obregón INTA Central 組織開発局国家専門員 

団 員 Ing. Roberto Gómez INTA Centro Norte組織開発局地域専門員 

団 員 Ing. José León Ruiz INTA Pacifico Sur 組織開発局地域専門員 

 
１－１－４ 調査日程 

2012年11月19日～2012年12月9日（詳細は付属資料2参照） 
 

１－１－５ 評価方法 
本終了時評価調査は、『新JICA事業評価ガイドライン 第1版』に沿い、以下の手順で行った。 

① 評価グリッドを作成し、評価のデザインに合意する。 
② 評価グリッドに基づいて文献調査、質問票、インタビュー調査により情報を収集する。 
③ 討議議事録（R/D）に記載された投入計画やプロジェクト・デザイン・マトリックス

（PDM）に記載された指標に基づき、達成状況や進捗を確認する。 
④ プロジェクトの計画や実施プロセスにおける貢献要因や阻害要因を明らかにする。 
⑤ 評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に基づき、プロジェ

クト全体の分析を行う。 
⑥ 分析結果を基に提言や教訓を抽出し、評価結果案を取りまとめる。 
⑦ 評価結果案に基づき関係者で協議を行い、その結果を終了時評価報告書に取りまとめ

る。 
⑧ ニカラグア・日本の双方で終了時評価報告書に合意し、協議議事録（Minutes of 

Meeting：M/M）に署名交換を行う。 
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１－２ プロジェクトの概要 

１－２－１ プロジェクトのデザイン 
（1）上位目標： 

対象地域の農家に持続的農業技術が普及される。 
 

（2）プロジェクト目標： 
持続的農業技術の普及体制が強化され、対象地域の小規模農家で習得された技術の適用

が始まる。 
 

（3）成果 
1. 持続的農業技術が開発される。 
2. 持続的農業技術普及のための技術認証システムが整備される。 
3. 対象地域の農家が持続的農業技術を習得する。 

 
１－２－２ プロジェクト期間 

2008年3月31日～2013年3月30日（5年間） 
 

１－２－３ プロジェクト対象地域 
中北部（Matagalpa、Jinotegaの各県）及び太平洋南部（Masaya、Granada、Carazo、Rivas、Managua

の各県） 
 

１－２－４ プロジェクト実施機関 
ニカラグア農牧技術庁（INTA） 

 
１－２－５ プロジェクトの基本概念 
（1）本プロジェクトにおける持続的農業の定義 

事前評価調査報告書（2009年2月）では、INTAとの協議の結果、持続的農業を「化学肥料、

農薬等の投入を削減しつつ、それを通じてより安全な食料生産に寄与し、また自然資源と

環境を保全し、生産性と収入の向上をめざす体系」と定義している。 
具体的に、本プロジェクトにおいて導入を図った技術は、26種類あり、そのリストを表

1-1に示す。 
 

表１－１ 本プロジェクト導入した技術 

No. 分 野 技術の種類（和文/西文） 

1 

有機質農業技術 

ボカシ肥/Bocashi 

2 ミミズ堆肥/Lombrihumus 

3 堆肥/Composto 

4 液肥/Biofertilizante 

5 土壌菌培養/Micro Orgánismo del Montaña 
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6 

総合的病害虫管理技術

石灰硫黄合剤/Caldo-sulfocalcico 

7 ボルドー液/Caldo-bordelés 

8 ニーム液/Nimes líquido 

9 生物農薬/Biopesticida 

10 自然農薬/Replente natural 

11 病害虫誘引トラップ/Trampa 

12 

栽培管理技術 

育苗トンネル/Microtúnel 

13 育苗トレー/Bandeja 

14 育苗土/Sustrato 

15 畝立て/Camellón 

16 支柱立て/Pila 

17 マルチング/Covertura Mulch 

18 

土壌保全 

生け垣/Barrera Viva 

19 石垣/Barrera Muerta 

20 等高線栽培/Curva de Nivel 

21 明渠/Díque/acequia 

22 テラス工/Terraza 

23 土留め用簡易堰/ 

24 

水保全 

貯水池/Reservorio 

25 貯水槽/Tanque 

26 点滴ホース（点滴灌漑）/Manguera de goteo 

 
（2）小規模農家への持続的農業技術普及の必要性 

ニカラグアでは、不適切な農薬の使用による健康への悪影響（農薬中毒、残留農薬農産

物）、環境への負荷（水質汚染等）等の問題が指摘されている。また、化学肥料のみに依存

する収奪的農業を続けた結果、地力低下による収量低下を招いたり、連作障害や傾斜地農

業地域におけるエロージョンを引き起こしたり、農業生産の継続性にも影響を与えたりし

ている。さらに、小模農業生産において投入コストが大き過ぎるといった報告もあり、こ

れが小規模農家の経営の持続性にも影響を及ぼしていることがうかがわれる。 
このように、生産現場での環境問題に加え、生産と食品の安全性、生産者の収入といっ

た側面から、持続的農業技術の普及が必要とされている。普及される持続的農業技術は、

小規模農家の生産性向上を通じて貧困削減、食品の安全性、食料の安全保障など、ニカラ

グアの社会発展に広く貢献するものである。 
 

（3）本プロジェクトにおける技術開発と研修・普及 
本プロジェクトは、技術開発面での活動及び研修・普及面での活動の2つの協力が、重要
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な位置づけになる。 
 

1）技術開発面での協力 
現在、堆肥やきゅう肥等の有機肥料の製造や、木酢など、自然農薬の製造といった小

規模農家が適用できる低コストの農業技術の開発が求められており、専門家は、小規模

農家を対象とした持続的農業技術の開発を進めるものとする。開発にあたっては、地域

のもっている固有の資源や素材、伝統的な農業技術のなかから有用な技術を抽出し、ま

た、日本や他の国で使われてきた応用可能な技術を合わせて、C/P 機関であるINTAと協

力して行う。 
 

2）研修・普及面での協力 
現在、農業技術の普及は、主に普及員が農村巡回することで行っているが、普及員の

技術面や普及手法、対象エリアや人員等においてさまざまな問題を抱えており、より効

率的で、有効性の高い普及のあり方が求められている。開発される小規模農家対象の持

続的農業技術が円滑に普及されるよう、INTA の所有する試験場（Centro Experimental）、
モデル農場（Fincas Modelos）及びデモンストレーション圃場（Parcera Demostrativa）な

ど、既存の普及形態を利用しながら、普及活動のなかから研究開発にフィードバックさ

れるシステムを整備する。また、開発されたさまざまな適正技術を、総合的に見学でき

るような展示圃場を設置するなど、農家から農家に技術が波及するシステムの構築をめ

ざす。 
 

１－２－６ PDMの改訂と数値指標の水準 
プロジェクト開始前にPDM version 1が作成された。設置された指標のなかには、プロジェク

ト開始後に、詳細な状況を踏まえたうえで、数値指標を設定することになっていた部分があっ

た。プロジェクト開始から2年6カ月後の中間レビュー時にようやく、PDMの改訂が行われ、数

値指標も設定されたが、展示研修圃（PDC）の数値指標を除くと、5年間の目標値としては、低

い水準設定であると感じられる。本終了時評価は、中間レビュー時に改訂されたPDMに基づき

評価を行っているため、低い水準の数値目標と考えられる場合でも、その数値指標を達成して

いれば、達成度が高いと評価している。また、本終了時評価調査団がレビューした結果、指標

として適切でないと判断したものがあったが、それについては、当該部分で指摘する。 
参考までに、PDM Version1からVersion 2への改訂内容・理由（中間レビュー時の報告書の抜粋）

と改訂が適切であったかどうかについてのコメント（終了時評価時の評価メンバーの判断）を

表1-2に示した。 
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表１－２ PDM Version1からVersion 2への改訂内容・理由（中間レビュー時の報告書の抜粋）及び終了時評価調査団による指標の適切性に関する考察 

項目 Version 1 Version 2 中間レビュー時の修正理由 終了時評価調査団の考察 

上 位 目 標

の指標 

1. 440戸以上の小規模農家（小

規模農家の20％）がプロジ

ェクトで検証された持続的

農業技術を適用する。 

840戸以上の小規模農家（小規模

農家の40％）がプロジェクトで

導入された持続的農業技術を実

践する。 

・目標数をより高い水準に設定 
・用語としては、「検証」より「導入」が

実態に即している。 

より高い水準の数値に変更した理由が

不明 

2. 小規模農家の化学肥料の

使用量が20％削減される。

3. 小規模農家の農薬の使用

量が20％削減される。 

（削除） 目標は小規模農家が技術を実践すること

にあり、指標としては上記1．で十分であ

る。化学肥料・農薬の使用量削減は、技

術適用の効果であって、直接的な指標で

はない。 

 

プ ロ ジ ェ

クト目標 

持続的農業技術の普及体制

が構築され、対象地域の小規

模農家で普及された技術の

適用が始まる。 

持続的農業技術の普及体制が強

化され、対象地域の小規模農家

で習得された技術の適用が始ま

る。 

・「普及」の定義を明確にする。 
・INTAには既存の普及体制があることか

ら、展示圃活動の導入は、同体制を「強

化」することになるといえる。 

既存の普及体制があることから、普及体

制の「構築」から「強化」に修正してい

ることは適切であるが、展示圃活動導入

のみで、普及体制が強化されると判断す

ることは、必ずしも適切でない。 

プ ロ ジ ェ

ク ト 目 標

の指標 

2012年9月までに、 
1. INTAの持続的農業技術の

普及体制が構築される。 

2013年3月までに、 
1. 5割以上の普及員が2つ以上の

技術認証を受ける。 

・プロジェクト目標の達成はプロジェク

ト終了時までに達成することとする。

・プロジェクト目標でいう 「普及体制の強

化」とは、普及員が展示圃の計画・技術導

入、フォローアップ・モニタリングという

一連の活動をルーチン業務として実践す

ることである。技術認証とは、これらの活

動を実践する普及員の各技術に関する知

識・実務能力を認定するものである。 

普及員の知識・技術能力の認定システム

の導入は、普及体制の部分的な強化であ

る。一方、普及手法の改善、普及活動の

効率性改善（一人の普及員の普及範囲、

普及対象農民数、普及活動の頻度、普及

員の配置人数など）、試験研究と普及活

動の連携強化などの点については、考慮

されていない。 

2. XX戸以上の小規模農家が

プロジェクトで検証され

た持続的農業技術を適用

する。 

2. 70％の展示圃農家がプロジェ

クトで導入された持続的農業

技術を実践する。 

プロジェクト目標の対象は展示圃農家で

ある。検証普及の変更は上位目標の指標

と同様 

プロジェクトが支援中の展示圃農家で

ある場合、持続的農業技術を実践してい

ることは当然のことであるので、指標と

して適切でない。展示圃農家の周辺農家

で、持続的農業技術について学んだ農家

が、その後、技術を適用・実践している

かどうか、また、以前には展示圃農家で

あったが、その後、プロジェクトからの

支援なしでも、技術を実践しているかど

うかについて、指標にすべきであった。 
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項目 Version 1 Version 2 中間レビュー時の修正理由 終了時評価調査団の考察 

ア ウ ト プ

ット 

1. 持続的農業技術が開発さ

れる。 
1. 持 続 的 農 業 技 術 が 開 発

（desarrollo）される。 
1.は技術開発とし、開発は普及・実践まで

をも含むdesarrollo概念とする。 
 

2. 開発された持続的農業技

術普及のための研修シス

テムが整備される。 

2. 持続的農業技術普及のための

技 術 認 証 シ ス テ ム

（ metodología）が整備され

る。 

2.は普及員育成のためのシステムづくり

に関するアウトプット 
 

3. 普及員と対象地域の農民

が持続的農業技術を習得

する。 

3. 対象地域の農家が持続的農業

技術を習得する。 
3.は現場レベルでの展示圃活動に関する

アウトプットとする。技術認証過程には

展示圃活動も含まれるが、PDM上では、

上述のとおり概念的に峻別するものとす

る。 

 

ア ウ ト プ

ッ ト の 指

標 

2012年9月時点において 
1-1. 土壌の肥沃度改善と保全

に関する持続的な技術

がXX種類開発される。 
1-2. 農家レベルで適用可能

な病害虫管理技術がXX
種類開発される。 

2012年9月までに、 
1-1. 持続的な技術が4種類開発

される（土壌の肥沃度改善

に関するものが2種類、農家

レベルで適用可能な病害虫

管理技術が2種類）。 
 

1については、1つにまとめる。 5年間の協力期間があるにもかかわら

ず、開発される技術の種類がわずか4種
類では、少ないと考える。 

2-1. カリキュラム及び研修教

材が作成される。 
2-2. 研修講師がXX名育成さ

れる。 

2-1. 持続的農業の技術認証カリ

キュラムが技術ごとに作成

される。 
2-2. 1名以上の普及員が持続的

農業の技術認証を受ける。

2.については、技術認証のカリキュラムが

作成され（2-1）、実際にカリキュラムに従

って認証を受けた者が誕生した時点で

（2-2）、認証方法が確立されたものとす

る。 

 

3-1. XX名の農民が研修を受

ける。 
3-2. XX名の普及員が研修を

受ける。 

3-1. 210以上の展示圃が設定さ

れる。 
3-2. 2,100名以上の農民が研修

を受ける。 

3．は、パイロット農家に展示圃が設定さ

れ（3-1）、展示圃を利用した技術講習会・

フィールドデイに対象農家が参加する

（3-2）という一連の過程とする。 

展示圃の数量については、本プロジェク

トが普及活動実践を主目的とする場合

には、適切かも知れないが、普及体制の

強化を目的に含むことを考えると、多す

ぎるのではないかと思われる。 
（ちなみに、プロジェクトの裨益農家を

2,100と設定し、展示圃農家1カ所当たり

10名の周辺農家が参加するとして展示

圃農家数を算出している） 
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第２章 終了時評価結果 
 
２－１ プロジェクト実績 

２－１－１ 日本側の投入実績 
（1）JICA専門家派遣 

長期専門家として4分野の専門家が派遣されている。①チーフアドバイザー/栽培技術（あ

るいはチーフアドバイザー）、②有機肥料（製造・施肥）、③栽培技術/普及、④業務調整/研
修・普及（あるいは業務調整/研修）である。M/M合計は、147.1である。また、短期専門家

として、表2-2のとおり4分野の専門家が派遣されている。M/M合計は、35.2である。派遣実

績概要は、表2-2のとおり。詳細は、付属資料4を参照のこと。 
 

1） 長期専門家 
 

表２－１ 長期専門家派遣実績 

 
氏 名 分 野 

期 間 M/M合計

（人・月） 開始 終了 

1 川上 徹 チーフアドバイザー/栽培技術 2008. 4.30 2010. 4.29 24.3 

2 筧 克彦 チーフアドバイザー 2011. 1.18 2013. 3.30 26.8 

3 小寺 義郎 有機肥料（製造・施肥） 2008. 3. 31 2010. 3.30 24.3 

4 操 靖 栽培技術/普及 2011. 3. 1 2012. 3.15 12.7 

5 真下 由美 業務調整/研修・普及 2008. 4.30 2011. 4.29 36.5 

6 北 仁志 業務調整/研修 2011. 5.27 2013. 3.30 22.2 

    計 147.1 

 
2）短期専門家 

 

表２－２ 短期専門家派遣実績 

 
氏 名 分 野 

期 間 M/M合計

（人・月） 開始 終了 

1 操 靖 運営管理/栽培技術/普及 2010.5.25 2011.1.23 8.1 

2 
岡林 勇航 

有機肥料（製造・施肥） /
土壌保全 

2010年4月4日から2011年12月
5日まで、6回の短期派遣 

延べ13.5 

3 
伊藤 真吾 普及 

2012年4月30日から2013年3月
27日まで、3回の短期派遣 

延べ7.9 

4 
岡林 勇航 栽培管理/有機肥料 

2012年5月2日から2012年12月
10日までの、2回の短期派遣 

延べ5.7 

   計 35.2 
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（2）本邦研修及び第三国研修 
終了時評価時点で、本邦研修に12名、第三国研修［コスタリカ国（以下、「コスタリカ」

と記す）及びドミニカ共和国］に60名が参加した。詳細は、付属資料5を参照のこと。 
 

（3）機材供与 
オートバイ、ピックアップトラック、コンピュータ、プリンター、デジタルカメラ、コ

ピー機、プロジェクターなど14品目が供与された。機材別の数量は表2-3のとおりである。 
 

表２－３ 機材供与実績 

 機材名 数量 

1 オートバイ 28 

2 ピックアップトラック 4 

3 4WD（ランドクルーザー） 1 

4 デスクトップパソコン 14 

5 ノートパソコン 13 

6 モノクロ・レーザー・プリンター 12 

7 デジタルカメラ 7 

8 モノクロコピー機 5 

9 カラーコピー機 1 

10 プロジェクター（及びスクリーン） 13 

11 耕耘機 3 

12 インキュベーター 1 

13 スキャナー 1 

14 スピーカー、マイクなど 3 

 
 

2012年3月末時点の供与機材費は、29万5,318USドル（約2,360万円 ）である。詳細は、付

属資料6を参照のこと。 
 

（4）日本側負担現地経費 
プロジェクト活動実施のために日本側が負担した経費は、2012年9月末時点で、24万

6,131USドル（約1,960万円）である（専門家派遣経費は除く）。詳細は、付属資料7を参照の

こと。 
 

２－１－２ ニカラグア側の投入 
（1）ニカラグア側カウンターパートの配置 

2012年11月（終了時評価）時点で、計92名のINTA職員が本プロジェクトの活動にかかわ
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っている。内訳は、INTA本部が16名、中北部地域事務所が30名、太平洋南部地域事務所が

31名、マナグア地域事務所が15名である。これらの人数には、本プロジェクトの活動にか

かわっている普及員を含む。詳細は、付属資料8を参照のこと。 
 

（2）ニカラグア側経費負担 
ニカラグア側がプロジェクト活動のために負担した経費概算［人件費、光熱費、会議費、

資材費（種子、農薬、肥料など）］は、2012年9月末までの推計で、140万USドル（約1億2,300
万円）3である（ただし、その大半（約95％）を人件費が占めると推定されている）。詳細は、

付属資料9を参照のこと。 
 

（3）プロジェクト施設、機材の提供 
INTAのCNIA（Centro Nacional de Investigación Agropecuaria）試験場にプロジェクト事務所、

倉庫、打合せスペースの提供がある。 
 

２－１－３ アウトプットの達成状況 
（1）成果1：持続的農業技術が開発される。 

成果1の指標は、プロジェクト終了時までに達成される見込みである。ただし、一定の確

立された技術として持続的農業技術を農民へ普及を図るためには、持続的農業技術を体系

的なものにすること（例えば、作物別に作物栽培サイクルを通じた技術の適用方法などの

確立）が必要であると考える4。したがって今後、INTAが本プロジェクトで得た知見や経験

を活用して、更に技術開発を独自に進めていくことが期待される。 
   

指標1-1：持続的な技術が4種類開発される（土壌の肥沃度改善に関するものが2種類、農家

レベルで適用可能な病害虫管理技術が2種類）。 

 
29件の試験研究（2009年から2012年まで）と、8件の適応試験が2012年に実施された（一

部は、実施中）。表2-4に2012年に実施された適応試験のテーマ及び試験地を示す。これら8
件の試験結果につき、取りまとめ・分析作業、報告書作成が進められているが、2012年12
月の時点で、INTAの技術カタログに記載のうえ、普及に向けた技術となる見込みがあると

される技術は、4件である（表中のNo.1、4、5、6のテーマに関する技術）。したがって、成

果1の本指標は、達成されたといえる。 
 

                                                        
3 本プロジェクトに対する直接的な投入だけを算出するのは不可能であるため、日本人専門家がC/Pとともに、INTAが投入し

た人件費、燃料費、光熱費、会議費、農業資材費、施設貸与費から概算額を算出したもの。 
4 事前評価調査段階では、「持続的農業技術の普及を通じて、農業基盤の保全を基礎とした農業投資の削減（コストのかからな

い農業）を伴う栽培体系を確立」をめざす方向性が示されていた。 
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表２－４ 2012年に実施された適応試験のテーマ及び試験地 

No. 2012年に実施された適応試験のテーマ 試験地と担当試験場 

1 
トマト及びピーマンの栽培における畝の高さの違いが作物に

対する病害の発生に与える影響 
太平洋南部地域 
（Campos Azules試験場）

2 
トウモロコシ及びフリホールマメ栽培における慣用的技術と

比較したエコロジー農業技術の優位性（収量、病虫害管理、

土壌物理性及び投入対効果）の検証 

3 
トマト栽培における2種類の素材によるマルチングが病虫害

及び雑草の発生・管理に与える影響 

中北部地域 
（Valle de Sebaco試験場）

4 
フリホールマメ栽培における石灰硫黄合剤の散布濃度の違い

による効能の比較 

5 
フリホールマメ栽培における微量栄養素を強化した有機質資

材を使用した液肥の施肥効果 

6 
トウモロコシの芯及びフリホールマメの鞘のくん炭を使用し

た育苗土によるピーマンの初期生育の違い 
7 稲のひこばえ品種の導入試験 

8 陸稲栽培における手動除草機「SI-ZUA」の効能 全プロジェクト対象地域

 
2009年からプロジェクト対象地域内にある3カ所の農業試験場において開始され、合計29

件の試験が実施された。試験場ごとに、実施された試験名及び試験時期を表2-5に示す。な

お、食料安全保障の観点からニカラグア政府の優先作物が変更されたことに伴い、本プロ

ジェクトにおける対象作物が、野菜及び果樹から野菜及び基幹穀物に変更されたため、果

樹に関する技術開発は、途中で中断された。 
対象作物別では、野菜（トマト、ピーマン、キャベツ、タマネギ）に関する試験が20件

と も多く、次に基幹穀物［トウモロコシ、フリホールマメ、稲（ひこばえ品種5）］の6件、

果樹が2件（パイナップル）、その他1件となっている。 
 

表２－５ 各農業試験場で実施された試験 

No. 試験場名 
試験時期 
（年） 

試験名 野菜 
基幹 
穀物 

果樹
その

他 

1 

太平洋南部

地 域

（ Campos 
Azules 試験

場） 

2009 
パイナップル（MD-2）栽培における有

機肥料の施肥効果の検証 
  ◎  

2 2009 
パイナップル（CAYENA LISA）栽培に

おける有機肥料の施肥効果の検証 
  ◎  

3 2011 
トマト栽培における生物的及び生体的

防除法による輪紋病菌（ Altternaria 
Solani）の防除効果の検証 

◎    

4 2011 
F1種トウモロコシ（Zea may L.）栽培に

おける有機肥料及び窒素肥料の肥効実

験 
 ◎   

                                                        
5 刈り取り後の稲の茎から自然に出る側芽が伸びたもの。日本では収穫以降の気温が低くなるという気象条件のため、ひこば

え稲から再度、多くの収量のコメを収穫することは難しいが、適した気象条件があるとことでは、複数回の収穫が可能であ

る。 
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5 
 

2012 
F1種トウモロコシ（Zea may L.）の栽培

における資材の異なるボカシ肥の肥効

試験 
 ◎   

6  2012 
F1種トウモロコシ（Zea may L.）の栽培

におけるヨトウガ（Spodoptera frugiperda 
Smith）の防除に係る試験 

 ◎   

7 
 

2012 
ピーマン（Capsucum annuum L.）の栽培

における石灰硫黄合剤及びボルドー液

の適性濃度に係る試験 
◎    

8 

中北部地域

（ Valle de 
Sebaco試験

場） 

2009 
ピーマン（Capsucum annuum L.）の栽培

における有機肥料及び化学肥料の肥効

比較試験 
◎    

9 2009 
トマト（Lycopersicum esculentum L.）栽

培における有機肥料及び化学肥料の肥

効比較試験 
◎    

10 2009 
ピーマン（Capsucum annuum L.）栽培に

おける育苗土の素材及び肥料成分が初

期生育に与える影響 
◎    

11 2009 
トマト（Lycopersicum sculentum L.）栽培

における育苗土の素材及び肥料成分が

初期生育に与える影響 
◎    

12 
2009 

 
リン酸施肥量が異なる環境下での菌根

の接種がタマネギの生育に与える影響 
◎    

13 2010 
有機肥料の施用がキャベツ（Brassica 
oleracea）栽培に与える農学的影響 

◎    

14 2010 
トマト（Lycopersicum sculentum L.）栽培

における総合栽培管理技術の検証 
◎    

15 2010 
現地の資材を活用して製造したくん炭

を用いて作成した育苗土におけるピー

マン苗の生育の違い 
◎    

16 2011 
現地の資材を活用して製造したくん炭

の化学性及び物理性の検証 
   ◎ 

17 2011 
フリホールマメ（INTA Matagalp）栽培

における資材の異なる有機肥料が農業

生産性に与える影響の評価 
 ◎   

18 2011 

トウモロコシ（Zea maíz L.）栽培におけ

る草木灰の施用量及び施用方法がメイ

ガ（Spodoptera frugiperda Smith）の防除

に与える影響 

 ◎   

19 2012 
灌漑下でのトマト栽培におけるボカシ

肥の施用が生育に与える影響及び土壌

に与える影響の評価 
◎    

20 2012 

トマト（Lycopersicum sculentum L.）栽培

におけるミミズ液肥及び養分強化ミミ

ズ液肥の施用が生育に与える影響及び

生産性に与える影響の評価 

◎    

21 2012 
稲のひこばえ品種における適正品種試

験 
 ◎   
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22 

中央試験場

（CNIA） 

2011 
トマト（Lycopersicum sculentum L.）の育

苗における異なる資材で作成した育苗

度が初期生育に与える影響の評価 
◎    

23 2011 
トマト（Lycopersicum sculentum L）栽培

における総合栽培管理技術（畝の高さ）

が病虫害管理に与える影響の評価 
◎    

24 2011 

トマト（Lycopersicum sculentum L）栽培

における素材の異なるマルチ資材が生

育、生産性及び病虫害防除に与える影響

の評価 

◎    

25 2011 
灌 漑 下 で の ト マ ト （ Lycopersicum 
sculentum L.）栽培における生育の違い 

◎    

26 2012 
トマト（Lycopersicum sculentum L.）の育

苗における異なる資材で作成した育苗

度が初期生育に与える影響の評価 
◎    

27 2012 
ピーマン（Capsucum annuum L.）栽培に

おける有機肥料及び合成肥料の効能の

評価 
◎    

28 2012 
灌 漑 下 で の ト マ ト （ Lycopersicum 
sculentum L.）栽培における生育の違い 

◎    

29 2012 
トマト（Brassica oleracea Vr. capitata.）
栽培における有機肥料と化学肥料の併

用による肥効比較試験 
◎    

   件 数 20 6 2 1 
 

（2）成果2：持続的農業技術普及のための技術認証システムが整備される。 
指標2-1の普及員の技術認証カリキュラムに関しては、プロジェクト終了時までに「土壌

保全・土壌肥沃管理」及び「総合的病虫害管理」に関する研修カリキュラムの 終版が作

成される予定である。また、指標2-2については、技術認証制度の整備が遅れたため、2012
年9月までに技術認証を受けた普及員を出すことができなかったが、2012年10月下旬から11
月下旬に普及員の能力評価を行い、2012年12月5日に開催の合同調整委員会において、マナ

グア地域の12名の普及員が技術認証を受けた。プロジェクト対象地域の他の普及員の認証

作業については、プロジェクト終了時まで完了する予定である。したがって、プロジェク

ト終了時までには、成果2は達成される見込みである。 
    

指標2-1：持続的農業の技術認証カリキュラムが技術ごとに作成される。 

「土壌保全・土壌肥沃管理」及び「総合的病虫害管理」に関する研修カリキュラム（案）

が作成された。「土壌保全・土壌肥沃管理」に関する主な研修テーマは、持続的農業序論、

土壌についての理解、土壌保全工法、圃場耕起作業、土壌肥沃度管理であり、理論面8時間、

実践面8時間、計16時間のカリキュラムである。「総合的病虫害管理」に関する主な研修テ

ーマは、総合的病害虫管理のコンセプト、害虫と天敵、害虫管理、殺虫剤、作物総合管理

で計12時間のカリキュラムである。カリキュラム（案）の詳細は、付属資料10及び付属資

料11を参照のこと。なお、本プロジェクトで取り扱った持続的農業技術であるものの、カ

リキュラムに入っていない技術（例：育苗土、育苗ハウス、ボルドー液など）もある。 
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土壌肥沃土管理、土壌保全、総合的病虫害管理にかかわる主としてINTAの普及員向けの

各種研修が、2012年9月末まで実施されてきた。研修実施実績詳細については、付属資料12
を参照のこと。 

今後、普及員の技術を認証する過程で明らかになる普及員の技術的課題を踏まえて、カ

リキュラム（案）の内容の見直しを行い、プロジェクト終了時までに、普及員を対象に上

記のテーマの研修を更に実施する予定である。 
   

指標2-2：2012年9月までに、1名以上の普及員が持続的農業の技術認証を受ける。 

マナグア地域の普及員を対象とした筆記試験と以下の3項目についての普及員の能力評

価が、2012年10月下旬から11月下旬にかけて実施され、2012年12月初旬時点では、12名の

普及員が技術認証を受けた。 
 

1）マナグア地域の普及員12名を対象にして、「土壌保全・土壌肥沃管理」及び「総合的病

虫害管理（MIP）」に関する技術認証のための筆記試験が2012年10月30日に実施された。 
2）次の3項目についての普及員の能力評価が11月下旬までに実施された。 
① 展示圃場における導入技術及び運営状況 
② 普及員が農家を対象に行う講習会（演習）の内容 
③ 農家に対するアンケート実施を通じた普及員の農業普及に関するサービス（活動） 

 
残りのプロジェクト対象地域の普及員の技術認証（筆記試験と能力評価）を2012年12月

から2013年3月上旬にかけて実施する予定となっている。 
目標では、「2012年9月までに1名以上の普及員が認証を受ける」であったので、この指標

は達成できなかったものの、3カ月遅れで、認証を受ける普及員が出てきた状況にある。 
 

（3）成果3：対象地域の農家が持続的農業技術を習得する。 
成果3の2つの指標（PDC設置数と参加農家数）とも、既に達成されている。プロジェクト

で実施した農民対象の調査結果から、技術移転を受けた農家の持続的農業技術の習得・適

用状況も良好であるといえる。したがって、成果3は達成されている。 
 

指標3-1：210以上6の展示圃が設定される。 

2009年から展示研修圃（PDC）の設置が開始され、2012年までの累計では、野菜、基幹作

物及び果樹を対象作物とした展示圃が、計227カ所に設置された。農家圃場では224カ所、

INTAのプロジェクト対象地域内の試験場が3カ所である。年度ごとの詳細は表2-6のとおり

である。数値指標は210カ所であるので、この指標は達成された。 
 

                                                        
6 PDMでは、裨益対象農家数の設定を2,100戸としており、1カ所の展示研修圃（PDC）に10戸の農家が参加するとして、210カ

所のPDC数が、指標として設定されたもの（中間レビュー時）。 
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表２－６ PDCの設置状況 

 2009年 2010年 2011年 2012年 計 

新規参加農家数（PDC） 33 72 57 62 224 

継続参加農家数（PDC） --- 4 70 67 --- 

小計 33 76 127 129 --- 

INTA試験場内のPDC 0 1 0 2 3 

 

指標3-2：2,100名以上の農民が研修を受ける。 

PDCでは、圃場の所有者である農民と周辺農民を対象として技術普及活動が実施された。

農民対象の活動には、表2-7に示したように3種類の活動がある。なお、1カ所のPDCでは、

通常、現地講習会を2回、技術実演会を2回実施する。また、普及員が定期的にPDC農家を訪

問し、必要な助言を与える。 
 

表２－７ 農民対象の技術普及活動 

種 類 
1回当たり

の所要時間 
参加者の範囲 活動内容の概略 

技術実演会（実

践デモンスト

レーション） 
1～5時間 

・展示研修圃農家 
・近隣農家 
 

プロジェクトが推奨する持続的農業技術

（有機農業技術：ボカシ肥、有機液肥作成、

堆肥作成、ミミズ堆肥作成など、総合的病

害虫管理技術：誘引トラップ、溶剤作成な

ど、栽培管理技術：育苗、畝立て、支柱立

てなど、水管理技術：簡易ため池、水撃ポ

ンプ、手押しポンプなど）に関する講習及

び演習を実施。 

現地講習会（フ

ィールドデー） 
3～5時間 

・展示研修圃農家 
・近隣農家 
・当該地域で活動を

行う関連団体職員

（MAGFOR、国際

機関職員など） 
・その他（学生など）

普及員が主体となり、展示圃場での活動の

結果（導入した技術に対する知見及びその

結果など）を発表することを通して近隣農

家に技術の波及を促す。 
もしくは展示研修圃農家が主体となり、近

隣農家を対象に展示研修圃場での活動の結

果（導入した技術に対する知見及びその結

果など）を発表することを通して「農民間」

による技術移転を行っている。 

農民間技術交

換会 
3～5時間 

・展示研修圃農家 
・近隣農家 
・当該地域で活動を

行う関連団体職員

（MAGFOR、国際

機関職員、NGO、

農業生産者組合な

ど） 
・その他（学生など）

・展示圃農家が主体となり、他の展示圃農

家（他県及び他地域の展示圃農家を含む）

及び近隣農家を対象に展示圃場での活動

の結果（導入した技術に対する知見及び

その結果など）を発表することを通して

「農民間」による技術移転を行っている。

・複数の展示圃農家がモデル圃場及び施設

において視察型研修を行う（提案をして

いるが、いまだ実施した実績なし）。 
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これまでに、プロジェクト対象地域の小規模農家を対象とした各種講習が、表2-8のとお

り、計567回実施された（2012年9月末時点）。内訳は、技術実演会が476回、現地講習会が

79回、農民間技術交換会が9回である。延べの参加者数は、8,875名である。 
224カ所の農家展示研修圃が設置され、各グループ平均10名の農民から構成されているこ

とから、少なくとも2,240名の周辺農家が研修を受講していると推計される。講習会等受講

者数に関するデータを表2-8に示す。 
 

表２－８ 小規模農家向けセミナー・研修の実施実績 

地 域 

技術実演会 
（Demostración pláctica） 

現地講習会 
（Día de Campo） 

農民間技術 
交換会 参加

人数

合計
実施

回数 
参加人数 実施

回数

参加人数 実施

回数 
参加

人数男性 女性 合計 男性 女性 合計 

中北部 199 1,738 781 2,519 30 499 238 737 2 77 3,333

太平洋南部 179 1,163 795 1,958 27 455 301 756 6 176 2,890

マナグア 98 1,080 825 1,905 22 440 295 735 1 12 2,652

合 計 476 3,981 2,401 6,382 79 1,394 834 2,228 9 265 8,875

 
２－１－４ その他のアウトプット 

これまでに、表2-9に示すようなパンフレット、ポスター、マニュアル類が作成され、プロジ

ェクト対象農家に配布された。また、現在作成中のものもある。表2-9に作成済み及び作成中の

パンフレット類のリストを示す。 
 

表２－９ 作成済み及び作成中のパンフレット、ポスター、マニュアル 

形 態 
作成状況と 

種類数 
タイトル 

パンフレット 
（計10種類） 
農民向け 

作成済み 
5種類 

1. 畝立て、2. ボカシ肥、3. マルチング、4. 有機液肥、

5. 簡易育苗ハウス 

作成中 
5種類 

1. 石灰、2. コンポスト、3. ボルドー液、4. ミミズ堆

肥、5. 誘引トラップ 

ポスター 
（計15種類） 
農民向け 

作成済み 
8種類 

1. コンポスト、2. 有機液肥、3. 畝立て、4. 簡易育苗

ハウス、5. マルチング、6. ミミズ堆肥、7. ボルドー

液、8. 野菜苗栽培 

作成中 
7種類 

1. 水撃ポンプ、2. 生物殺菌剤、3. ボカシ肥、4. 等高

線測量道具（A型）、5. 育苗土、6. 石灰、7. 誘引トラ

ップ 

農民向けマニュアル

（計5種類） 
作成中 
6種類 

1. 土壌とその改善、2. 固形有機肥料、3. 持続的農業

のための誘引トラップ、4. 農薬の安全な使い方、5. 育
苗土と簡易育苗ハウス、 
（以上のマニュアルは漫画調のものになる） 
6. 水撃ポンプ 
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普及員向けマニュ

アル 
（計2種類） 

作成済み 1. 有機肥料（固形・液体）の作り方、2. 土壌保全 

（付属資料13 成果品一覧表の参照のこと） 

 
２－１－５ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：持続的農業技術の普及体制が強化され、対象地域の小規模農家で習得さ

れた技術の適用が始まる。 
 

研修及びPDCでの普及活動を通じてINTAの普及員の能力強化が図られ、普及員の技術認証

システムの整備が進められつつある。また、持続的農業技術の普及対象となった農民の技術

適用状況が良好である。すなわち、プロジェクト目標の2つの指標は、プロジェクト期間中に

達成される可能性が高い。 
   

指標1：50％以上の普及員が2つ以上の技術認証を受ける。 

技術習得度の評価対象となっている普及員は、52名である。既に述べたように、2012年10
月30日にマナグア地域の普及員12名が、技術認証に関する筆記試験を受けた。その後、展示

研修圃場（PDC）における導入技術及び運営状況の確認、普及員が農家に対して行う講習会の

内容確認、普及員の農業普及サービスに関する農家の評価（アンケート調査）が実施され、

これらの試験・調査結果が総合的に評価され、12名の普及員が技術認証を受けた。プロジェ

クト対象地域内の他の普及員の技術習得度調査については、2012年12月中旬に筆記試験を実

施し、その後、PDCでの活動評価を2013年2月末までに実施する予定になっている。 
マナグア地域の普及員の技術習得度（認証割合）を考慮すると、プロジェクト終了時まで

に52名の50％、すなわち、26名以上の普及員が、2つ以上の技術認証を受ける可能性は、十分

高いと予想される。 
 

指標2：70％以上の展示圃農家がプロジェクトで導入された持続的農業技術を実践する。 

本プロジェクトでは、2012年に展示圃農家を対象にした普及技術定着度モニタリング調査

が実施された。調査対象には、現在展示圃農家である者と過去に展示圃農家であった者が含

まれる。過去に展示圃農家であった者で調査を受けた農民数は、31名で、そのうち、2名は調

査時点で農業活動自体を実施していない。農業を継続実施している29名のうち、28名が、本

プロジェクトで指導した持続的農業技術を継続利用していた。実践率は約96％と非常に高い。

また調査結果によると、これら28戸の農家が、展示圃農家であったときに取り入れた持続的

農業技術数の平均は、12種類で、現在でも継続利用している技術が10種類であった。技術の

種類でみた場合の継続利用率は、83.3％という高い割合を示している。また、展示圃農家への

聞取りによると、周辺の農家も持続的農業技術を適用しているということであるので、技術

の実践度は十分に高いと考えられる。 
他方、指標2は、技術の普及度を測る指標としては、適切ではないと判断する。なぜなら、

展示圃農家として本プロジェクトが支援している期間中は、技術適用を実践するのは当然の

ことであるからである。技術の実践度を評価するのであれば、展示圃農家としての支援が終
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了した農家が、引き続き、技術を適用しているかどうか、また、周辺の農家が技術を導入・

実践しているかどうかを指標にすべきであった。しかしながら、上記の調査のとおり、過去

に展示圃農家であった者が持続的農業技術を継続利用している割合は高く、本プロジェクト

で導入された持続的農業技術の技術適用状況は良好であると考えられる。 
 

２－１－６ 上位目標の達成見込み 
上位目標：対象地域の小規模農家に持続的農業技術が普及される。 

 
以下に述べるように上位目標の指標を2016年までに達成する可能性は十分にあると考えら

れる。 
 

指標1：2016 年までに、対象地域において、840 戸以上の小規模農家（小規模農家の40％）

がプロジェクトで導入された持続的農業技術を実践する。 

過去に展示圃農家であった農家（現在では、プロジェクトからの支援を受けていない農家）

のうち、どのくらいの割合の農家が持続的農業技術を継続的に適用しているか、また、展示

圃農家の周辺農家がどのくらいの割合で、自分の農地に持続的農業技術を導入・適用してい

るか、サンプル的な調査データしかないので、正確に予測することは難しい。しかしながら、

他の資金［共通資金Fondo Común、米州開発銀行（Inter-American Development Bank：IDB）等］

を活用した年間活動計画には本プロジェクトで開発した持続的農業技術を普及することが含

まれており、本プロジェクト対象地域での活動の継続が予定されている。したがって、2016
年までに、840戸以上の農家がプロジェクトで普及を図ってきた持続的農業技術を適応・実践

する可能性は高いと予想される。 
 
２－２ 実施プロセス 

２－２－１ 活動の実施 
2012年9月末時点の個々の活動項目の進捗状況、実績、遅延理由等については、付属資料14を

参照のこと。 
中間レビュー報告書では、プロジェクト開始当初にプロジェクトの枠組みについての情報共

有の不足や普及員が用いるオートバイ用のガソリン代不足による影響があったとしつつも、活

動の進捗状況を「全体として非常に順調である」と評価している。終了時評価においても、PDM
の活動項目やアウトプットの指標との比較においては、プロジェクト活動の進捗にそれほど大

きな遅延が生じなかった。ただし、5年というプロジェクト期間を考慮すると、本プロジェクト

の活動実績の水準は、PDCでの普及活動以外については、もっと高い成果を上げることができた

はずと考える。 
 

２－２－２ 効果発現に貢献した要因 
実施プロセスに関連する事項については、「2-3-3効率性」の項で触れている点もあるが、プロ

ジェクト開始当初を除き、日本人専門家とカウンターパート間、並びにINTAの地域事務所間の

コミュニケーションが非常に良好であったことが、良かった点としてまず挙げることができる。 
また、プロジェクト開始前に合意したようなフルタイムのカウンターパートの配置はなかっ
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たものの、INTAの本部職員やプロジェクト対象地域内のINTA地域事務所、試験場、普及事務所

の職員の多くが、本プロジェクトに積極的に参加したことも、持続的農業技術の農民への普及

が進んだ要因であるといえる。 
さらに、ニカラグア政府やINTAが、有機農法等の環境に優しい技術の普及を図っていく方針

を有しており、本プロジェクトがニカラグアにおける政策と高い整合性を保っていたことが持

続的農業技術の普及が促進された要因である。 
またこれは推測であるが、作物の栽培技術自体は、普及員より農民の方が実践経験が多い分

だけより多くのことを知っているものであり、新規の技術以外を農民に教えることはなかなか

難しいのが一般的であるが、持続的農業技術についてINTA職員が有する知識・経験は限られた

ものであったものの、大半の農民にとっても限られた知識・経験しかもっていなかったため、

普及員が持続的農業技術についての知識を身に付ければ、農民より知識面で優位になり、円滑

な技術普及が可能となったことも要因と考えられる。 
さらにまた、化学農薬等の農業資材の価格上昇により、生産費用に占める農業資材の割合が

半分以上となっている状況において、比較的入手しやすい地域資源を利用した、低コストの投

入材を用いた作物栽培が、収益性を高める効果をもつことを農民が実感したことも、普及活動

が円滑に進展した要因と考えられる。 
 

２－２－３ 問題点及び問題を惹起した要因 
プロジェクト目標には、普及体制の強化が含まれているものの、結果的には中間レビュー時

のPDM改訂に伴い、普及員の能力判定を行う制度の提案が主目的となってしまった。例えば、

PDMの活動項目中に、INTAの普及体制にどのような問題があり、どのような改善策を施すこと

が適切であるかを検討することを組み込み、普及体制の改善を図ることがプロジェクト活動の

重要な要素であることをより明確に打ち出すべきであったと考える。 
「2-3-3効率性」の項で触れているが、プロジェクト成果を十分に挙げるうえで制約要因とな

った点は、プロジェクトマネジメント（プロジェクトの枠組みや詳細活動計画についてカウン

ターパート側と情報共有や計画作成が不十分であったことなど）と一部の日本人専門家の本プ

ロジェクトの枠組みの理解不足（現場での普及活動に注力して、普及面での成果は上がってい

るものの、INTAの普及体制の改善・強化、研修カリキュラム作成等の職員能力向上策の整備、

教材・マニュアル・パンフレット類の作成、作物の栽培サイクルを考えた技術パッケージづく

りを考慮に入れた実証・適応試験の計画づくりなどの面が不十分であった）と考える。 
長期専門家が計画どおり活動を進め、計画どおりの成果を上げつつあるかどうか、どのよう

な課題・問題を抱え、どのように解決しようとしているかを知るためのツールのひとつは、6カ
月ごとに作成される実施運営総括表である。ただし、この報告書は、プロジェクト活動全般の

報告であり、そのため、個々の専門家の活動が円滑に進捗しているのかどうかを判断すること

には困難が伴う。長期専門家の場合、個別の報告書としては通常、2年間の業務が終了する際に、

業務完了報告書を作成するだけであるが、個々の専門家の業務実施状況をモニタリングするた

めには、6カ月ごとに報告書の提出を求めることが望ましいのではないかと考える。 
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２－３ 5項目評価 

２－３－１ 妥当性 
以下に述べるように、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

 
（1）対象地域・社会及びターゲット・グループのニーズとの整合性 

プロジェクト開始後の2009年に実施された「農業経済調査」（Diagnostico Agroeconomico：
Zona Centro Norte de Nicaragua, abril 2009）の報告書では、トマト、キャベツ、タマネギ、ピ

ーマンなどの野菜栽培における課題は、低収量、低品質、病虫害の発生、有機物の不足、

農薬の過剰な利用や不適切な使用、研修機会が少ないことであると指摘している。またニ

カラグアでは、農業資材の価格高騰が、生産コストの増加を招き、小規模農家の農業経営

の持続性にも影響を及ぼしている。 
低コストで環境負荷の少ない持続的農業技術を小規模農家に普及することは、環境保全、

食品の安全性確保、農産物の安定的生産、そして、食料安全保障や小規模農家の農業経営

改善に寄与するものであり、対象地域・社会のニーズに合致するものである。 
 

（2）ニカラグア政府の開発政策との整合性 
国家開発計画である国家人間開発計画（Plan Nacional de Desarrollo Humano）2009-2011に

おける優先戦略のひとつは、経済成長で、このなかで、農牧林業戦略が示されている。そ

のなかの重点のひとつは、土地・水・森林の持続的管理を奨励することである。農村開発

セクタープログラム（Programa Sectorial de Desarrollo Rural Incluyente 2010-2014）の重点軸

のひとつは、持続的農牧林業の開発振興であり、土壌・水等の保全・回復、持続的な生産、

自然資源の保全が重視されている。さらに、国家食料プログラム（Programa Nacional de 
Alimentos）の重点目的のひとつとして、環境に優しい技術革新プロセスの加速化が掲げら

れている。 
このほか、2005年には有機生産振興国家戦略（Estrategia nacional para el foment de la 

produccion organica en Nicaragua）が策定されている。さらに、2011年7月には、農業生態学

的・有機的生産振興法（法令番号765号）が制定され、生態系保全、農業生態系保全、持続

的土地管理に寄与し、環境的、経済的、社会的、文化的に持続性をもつ生産を振興する方

針を明らかにしている。このように、持続的農業技術を中小農家に普及することが優先課

題に含まれており、国家開発計画との整合性がある。 
 

（3）日本政府の支援方針との整合性 
わが国の対ニカラグア国別援助方針には、6つの重点分野があり、そのうちの1つが「農

業・農業開発」であり、零細農業や中小農家に対する生産活動への支援が重視されている。

したがって、本プロジェクトは日本の援助方針に合致しているといえる。 
 

（4）プロジェクトアプローチの妥当性 
本プロジェクトのアプローチは、INTAの試験場の研究員が持続的農業に関する技術開発

に携わり、普及員が研修を通じて持続的農業に関する知識・技能を習得し、それを展示圃

農家に普及し、展示圃農家の展示圃を研修サイトとして周辺小規模農家にも、持続的農業
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技術の普及を図るプロセスとなっている。 
これまでの活動成果から、持続的農業技術はここで述べたようなメカニズムを通じて小

規模農家で実践されつつあり、本プロジェクトのアプローチはおおむね適切なものである

といえる（INTAの農業試験場での技術開発結果を農家圃場で適用し、技術の適正化を図る

という点では、実証・適応試験がプロジェクト後半に多数実施されている点を考慮すると、

プロジェクト開始当初からより計画的に技術開発を進める必要があったかもしれない）。 
ターゲット・グループは、Jinotega県、Matagalpa県、Masaya 県、Granada県、Carazo県、

Rivas県、Managua県の7県の小規模農家（土地所有面積14ha以下）約2,100戸とし、プロジェ

クト開始当初は、Jinotega県及びMatagalpa県では野菜を、その他の5県では果樹を対象作物

とした。なお途中で、INTAの組織改編及び、食料安全保障戦略としてINTAが取り扱う優先

作物の変更に伴い、本プロジェクトの対象作物から果樹を外し、基幹穀物を含めることに

なった。 
技術移転は、展示圃農家だけでなく、周辺農家も含めて実施されている。プロジェクト

対象地域が、7県と広範囲であるため、限定的な日本人専門家（技術分野）の人数では、必

ずしも十分に普及員の活動をモニタリングできなかった面があると思われる。 
以上から総合すると、プロジェクトアプローチ及びターゲット・グループの選定につい

ては、おおむね適切であったといえる。 
 

２－３－２ 有効性 
プロジェクト目標の項で述べたように、研修及びPDCでの普及活動を通じてINTAの普及員の

能力強化が図られ、遅れてはいるものの、普及員の技術認証システムの整備が進められつつあ

り、プロジェクト終了時までに技術認証システムの提案がなされる見込みである。また、持続

的農業技術の普及対象となった農民の技術適用状況が良好であることが確認されている。この

ように、持続的農業技術の普及体制の強化と、小規模農家の技術適用状況が進展していること

から、プロジェクト目標の達成度は、満足できる水準であると判断している。また、設定され

たアウトプットは、プロジェクト目標を達成するために適切な内容であった。したがって、本

プロジェクトの有効性は高い。 
 

２－３－３ 効率性 
以下に述べる点（効率的であった点と課題があった点）を総合的に勘案すると、本プロジェ

クトの効率性は中程度である。 
 

（1）日本側投入について 
車輌、オートバイ、コンピュータ等の事務機器等の機材供与は、プロジェクト活動を円

滑に進めるうえで、役立っている。 
また、本邦研修と第三国研修（コスタリカ及びドミニカ共和国）に数多くのINTA研究員

や普及員が参加し、持続的農業技術に関する知識・知見を得る機会を提供できたことは、

プロジェクト活動の円滑な進捗に寄与していると考えられる。なお、第三国研修について

は、研修期間がもう少し長ければ、より多くを学べたとの意見が多くみられた。 
日本人専門家（長期及び短期）の派遣は、おおむね適切なものであったと考えられるが、
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プロジェクト開始当初、ニカラグア側カウンターパートの本プロジェクトに関する理解が

必ずしも円滑には進まなかったとの意見があり、その要因のひとつは、日本人専門家とカ

ウンターパート間のコミュニケーションの点で、支障があったとの指摘があった（具体的

には、プロジェクト活動について、共通理解を築くプロセス実施における日本人専門家側

の姿勢が不十分であった）。なお、技術分野に関する短期専門家の派遣は、プロジェクト開

始から2年経過したあとで始まっているが、普及体制の改善策の検討、普及員の能力強化に

関する研修カリキュラム及び教材の検討、普及員や農民向けの技術教材・パンフレット類

の作成、持続的農業技術に関する試験研究の企画・モニタリング支援の面で、もう少し早

い時期から短期専門家を活用すれば、より効率的にプロジェクト活動が進捗した可能性が

あると考える。以上より、日本側投入は、成果を達成するためにおおむね適切であったと

考えられる。 
 

（2）ニカラグア側投入について 
プロジェクト開始当初から合計すると、INTAの本部並びにプロジェクト対象地域の地域

事務所、農業試験場、普及事務所を合わせ、計129名の職員が本プロジェクトの活動にかか

わってきている。一部のカウンターパートの退職が、プロジェクト活動進捗にマイナスの

影響を与えた事例もあるが、これら多くの職員の本プロジェクトへの参加は、本プロジェ

クトの進捗に大いに寄与していると考える。また、普及活動に必要な交通費・燃料費の一

部をINTAが負担している。一時、燃料支給が止まった際には、普及活動に若干の影響を与

えたとされているが、結果的には、2009年からの4年間で計227カ所のPDCで普及活動が実施

されており、ニカラグア側の人的・資金的投入が寄与しているといえる。以上より、ニカ

ラグア側投入は成果を達成するために適切な投入であった。 
 

（3）プロジェクトの運営管理について 
プロジェクト開始当初、上記で述べたように日本人専門家とカウンターパート間のコミ

ュニケーションが不十分であったが、その後は、INTA 職員と日本人専門家間のコミュニケ

ーション・連携は非常に良好な状況であり、また、INTA本部と地域事務所、農業試験場、

普及事務所間のコミュニケーション・連携も良好である。これらは、プロジェクト活動の

円滑な進捗に貢献していると考える。 
なお、日本側の投入の項で指摘したが、プロジェクト開始早期から、もう少し短期専門

家の活用を図っていれば、より早期にそして、より多くの良好な成果を上げることができ

なのではないかと思われる。 
合同調整委員会については、これまでに4回実施されている。平均すると年1回の頻度で

ある。R/Dでは、年2回の頻度で実施すると規定されていた。合同調整委員会を、数多く実

施すればよいというものではないが、第1回目の合同調整委員会開催は、プロジェクト開始

から2年経過したときであった。通常、合同調整委員会では、その時点までのプロジェクト

活動の進捗状況を報告し、次期（例えば、今後1年間）の活動計画を検討し、承認する場で

ある。また、プロジェクト進捗において、何らかの問題点・課題がある場合は、それを議

論し、解決に向けた対策について、ニカラグア側関係者と日本側関係者間で合意を図る場

でもある。さらに、当初のPDMには数値指標が未設定の部分があり、プロジェクト開始後
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に設定することを想定していたと思われるが、プロジェクト開始から2年半後の中間レビュ

ー時まで、PDM の見直しが行われていない。これらの点を考慮すると、日本側のプロジェ

クトマネジメントに改善の余地があったのではないかと考える。 
 

２－３－４ インパクト 
「2-1-6上位目標の達成見込み」で述べたとおり、上位目標「対象地域の小規模農家に持続的

農業技術が普及される」が2016年までに達成される可能性は十分にあると考えられる。 
なお、以下のインパクトが発現していることを確認した。 

 
（1）持続的農業技術を適用した農家の作物栽培における効果 

本終了時評価における展示圃農家への聞取り並びにプロジェクトチームが実施した展示

圃農家対象聞取り調査等の結果から、持続的農業技術の適用の主な効果として、以下の点

が挙げられる。 
 

1）生産コストの低減 
例えば、Jinotega県のキャベツ栽培農家の話では、0.25マンサナ（約0.18ha）の面積で収

穫するキャベツの販売代金は2万5,000コルドバ（約8万7,500円）である。一方、生産コス

トは、慣行栽培の場合、1万2,000コルドバ（約4万2,000円）で、持続的農業技術を用いた

場合は、7,000コルドバ（約2万4,500円）となっている。この生産コストには、労働力を

コストとして含めていないようであったが、生産コストの差は、5,000コルドバ（約1万
7,500円）と大きく、収益率が高まっている可能性を示している。 

 
2）化学農薬類を利用した場合と比較して、安全な作物が収穫できること 

研修等を通じて、安全な作物が生産できることを学んでいることが影響しているかも

しれないが、多くの展示圃農家が、持続的農業技術適用の効果のひとつとしてこの点を

挙げている。 
 

3）技術の応用、普及 
農民への聞取りによると、持続的農業技術を習得、適用した成果として、野菜栽培用

の生物農薬や有機肥料を周辺農民に対して低価格で提供しているとのことであった。こ

のことが、周辺農民への持続的農業技術の普及のひとつの要因となっている。また、生

物農薬や有機肥料をつくるために農場内やコミュニティ内で入手できる地域の資材を活

用している点も重要である。 
 

4）持続的農業技術の活用に向けた普及員と農民の態度の変化 
慣行農法による生産から、コスト削減が可能で安全な生産物の消費と健康改善に寄与

することが期待される持続的農業技術の活用へと、プロジェクト対象地域の普及員と農

民の態度の変化があることが確認された。 
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（2）INTAが実施中あるいは実施予定のプログラムでの持続的農業技術の利用 
INTAがスイス連邦（以下、「スイス」と記す）政府の資金支援を得て実施中のプログラム

である「中米地域病害虫総合管理プログラム（Programa de Manejo Integrado de Plagas en 
América Central：PROMIPAC）」では、普及、学習手法として農民学校の手法を用いている。

このPROMIPACでは、通常、慣行農法（化学肥料や化学農薬を用いた農法）を用いて農民

学校を実施しているが、一部の農民学校では、本プロジェクトで普及を図っている持続的

農業技術を取り入れているサイトもある。 
また、 IDBの支援で 2013年から実施予定の「持続的農牧業生産性振興プログラム 

（Programa de Fomento a la Productividad Agropecuaria Sostenible）」でも、本プロジェクトの

持続的農業技術及びPDCのコンセプトを取り入れつつ、総合的に農牧業の生産性向上を図っ

ていく計画となっており、本プロジェクトの成果の波及が見込まれる。。 
 

２－３－５ 持続性 
以下に述べるように政策面と組織面での持続性は確保される見込みが高い。財政面の持続性

については、INTAが試験研究や普及活動に関する資金をドナー等の外部資金に依存する割合が

高いため、外部資金の有無に影響される。技術面については、一定の持続性が確保されると見

込まれるものの、技術の継続的な向上または強化が望まれる。 
 

（1）政策面 
妥当性の項で述べたように、ニカラグア政府の国家人間開発計画（Plan Nacional de 

Desarrollo Humano）、農村開発セクタープログラム（Programa Sectorial de Desarrollo Rural 
Incluyente 2010-2014）、農業生態学的・有機的生産振興法（2011年）などの政策等で、土地・

水などの自然資源の保全や持続的管理が重視され、環境に優しい技術を取り入れていくこ

とが重視されていることから、持続的農業技術の普及についての政策面での持続的は確保

されるといえる。 
 

（2）組織面 
INTAは、環境に優しい農牧技術の研究開発と普及の両方の役割を担っている組織であり、

ニカラグア国内の主要都市に地域事務所をもち、更に農業試験場や普及事務所が各地に設

けられている。それらの事務所・試験場に配属された研究員や普及員が研究開発と普及活

動を進めている。ニカラグアの広い範囲の農民を対象に普及活動が行えるほどには、十分

な人数の普及員がいるわけではないが、技術開発機能と普及機能を合わせもつことで、開

発された技術の農民への普及を円滑に実施できる組織体制を有している。また、普及にお

いては、普及員がプロモーターと呼ばれる普及促進役の農民に技術普及を図り、プロモー

ターから周辺の一般農家に技術の伝達が実施されるという手法を取っていることで、限ら

れた人数の普及員であっても、より多くの農民に技術が伝わる方法を採用している。研究

員や普及員がINTAで継続的に勤務する一定の定着性があるので、本プロジェクトで導入を

図った持続的農業技術を今後も普及していく組織体制には、良好な持続性があると考えら

れる。 
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（3）財政面 
INTAの試験研究に関する自己予算は限られており、ドナー等の他機関の資金に依存して

いる。本プロジェクト終了後においては、研究の持続発展性はINTAが外部資金を調達でき

るかどうかに左右される面がある。普及活動においても、自己資金は十分ではない。ただ

し、2013年から5年間の予定で、IDB支援による持続的農牧業の生産性振興プログラム

（Programa de Fomento a la Productividad Agropecuaria Sostenible）が開始され、このなかで持

続的農業技術の全国的な普及並びに技術開発に関する活動が継続実施されることが期待で

きる。本プロジェクトで研究・普及を図ってきた持続的農業技術に関しては、今後も技術

開発を進め、その効果を検証したうえで、農民への普及段階に移っていく必要がある技術

もある（地方によっては入手が困難な材料に代わる代替材料を用いた場合の効果の検証の

継続や2012年から開始した稲のひこばえ品種の適応試験など）。 
したがって、持続的農業技術の技術開発面及び普及面においては、外部からの資金に依

存していることから将来的に不透明な点があり、財政面での持続性は中程度である。 
 

（4）技術面 
これまで、化学肥料や農薬を用いた作物栽培技術を主として取り扱ってきた経験をもつ

INTAの研究員や普及員にとって、本プロジェクトで取り扱った持続的農業技術には、新し

い分野の知識が含まれる。本プロジェクトにおける試験研究や普及活動の実践、研修への

参加を通じてINTA職員の持続的農業技術に関する知識と実践に関する能力は、着実に向上

している。また、政府並びにINTAの方針が、持続的農業技術の普及振興にあることから、

技術に対する関心も高い。さらに、INTAの研究員や普及員は、政権交代の影響をあまり受

けず、一定の定着性があるので、職員が習得した知識・技術・経験が、継続的に活用され

る見込みが高い。ただし、本プロジェクトで20種類以上の持続的農業技術の導入を図って

きたため、職員によっては、個々の技術についての理解度を今後、更に高めていく必要が

あると考えられる。したがって、技術面の持続性を一定程度確保していると考えるが、普

及員への技術研修を通して技術の理解度の向上を今後も継続している必要があると思われ

る。 
 
２－４ 結 論 

普及員技術認証システムに関する提案書の 終案作成、農家展示研修圃活動ガイドの 終版の

作成、普及員及び農民向けの技術パンフレット・マニュアル類の作成など、プロジェクトの残り

期間（2013年3月末までの約4カ月間）に完了させるべき活動があるものの、プロジェクト目標の

達成度は、持続的農業技術の開発、INTA普及員の能力向上、プロジェクト裨益小規模農家の技術

適用状況から判断して、プロジェクト終了時点において、満足できる水準になると考えられる。

特に、持続的農業技術の小規模農家への普及は、その裨益者数と技術の適用度において高い成果

を上げていると考える。したがって、本プロジェクトは予定どおり2013年3月末に終了することが

妥当であると思われる。 
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第３章 提言・教訓及び団長所感 
 
３－１ 提 言 

３－１－１ 残りのプロジェクト期間中にプロジェクトが行うべき活動 
実施中及び実施予定の以下の活動を2013年3月までに完了させること。 
① 試験活動（試験場での技術試験と農家圃場での適応試験）についての報告書のファイリ

ング及び電子データのCD化 
② 普及員技術認証システムに関する内容の改訂と今後のシステム活用について提案作成 
③ 本プロジェクト対象地域の普及員に対する技術認証の完了 
④ 作成中あるいは作成予定の普及員及び農民向けの技術パンフレット・マニュアル類の完

成 
⑤ 普及員研修カリキュラム（案）の内容改善と研修教材の取りまとめ（ファイリングと電

子データのCD化） 
⑥ パイロット農家展示研修圃活動ガイドブックの 終版の作成 
⑦ プロジェクト終了時セミナー（プロジェクト成果の報告）の開催 

 
３－１－２ プロジェクト終了後にニカラグア側が行うべき事項 
（1）試験場及び農家圃場での適応化試験の継続実施 

本プロジェクトで導入した技術で用いる資材のなかには、地方によっては入手が難しい

ものや、価格が高いものも含まれるため、代替資材の検討や代替資材を用いた場合の効果

の検証を更に進めていく必要がある。 
このほか、本プロジェクトで導入した稲のひこばえ品種の栽培では、生産コスト低減や

高い収量、収益性の向上が期待される。ひこばえ品種の適応化試験は2012年に開始され、

その試験結果を十分に分析する必要があるものの、今後、コメ生産農家に高い裨益効果を

もたらす有用な技術となる可能性があることから、適応化試験の継続が必要である。 
このほか将来的には、持続的農業技術の適用方法を含んだ、野菜や基幹穀物の作物ごと

の包括的技術パッケージを作成することが重要である。 
 

（2）普及手法・普及体制の改善 
現在、本プロジェクトでは、『パイロット農家展示研修圃活動ガイド（Guia de las 

Actividades de la parcela Demostrativa y Capacitaciones）』の改訂を進めている。この改訂は、

主として本プロジェクトの経験を通じて得られた知見を反映させつつ進められる。今後

INTAが、このガイドブックを利用していくことが期待されるが、それとともに、ガイドブ

ックの内容の更なる改善のため、以下のような活動を進めることも重要である。 
① 他の普及手法の長所の取り込み 
② 普及員の活動を定期的に報告するための報告書様式作成と報告システムの整備 
③ 良い普及成果が出た要因やうまくいかなかった要因を整理・分析し、それに基づい

た普及活動の改善に資するシステムの整備 
④ INTAの現況（普及員数、活動予算）を考慮しつつ、より効率的・効果的に普及活動

ができるような手法・体制の提示 
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なお、PDCで対象とする作物に関しては、市場調査を行い、その結果を基に、技術普及の

対象作物を選定することが望ましい。 
 

（3）持続的農業技術に関するパンフレット類の更なる作成 
本プロジェクトでは、持続的農業技術として20種類以上の技術の導入を図ってきた。し

かし、そのすべてについて、農民向けのパンフレット類が作成されているわけではない。

また、持続的農業技術についての技術確立・検証のための試験も進行中であり、今後、効

果を検証する必要のある技術も出てくると考えられる。したがって、今後、INTAは、試験

場及び農家圃場での試験結果に基づき、農民向けの普及資料や普及員向けのマニュアルな

どを更に作成し、普及活動に利用していくことが必要である。 
 

（4）普及員研修カリキュラム及び研修教材について 
研修カリキュラム（案）は、現在進められている技術認証システムづくりにおける普及

員の能力評価結果を踏まえて、プロジェクト終了までに内容が改善される予定になってい

る。現在、各種の持続的農業技術に関する試験場及び農家圃場での試験が進められている

ため、プロジェクト終了後は、そうした試験研究を通じて確立された技術を研修カリキュ

ラムに組み込むことが必要である。また、本プロジェクトで取り扱った持続的農業技術で

あるものの、現在のカリキュラムにまだ入っていない技術（例：育苗土、育苗ハウス、ボ

ルドー液など）があるので、これらの技術に関する内容を追加していく必要がある。また、

農村地域では多くの女性が農作業に参加しているため、ジェンダーに関する研修を追加す

ることも必要である。 
 

（5）持続性確保にむけた戦略の策定 
パッケージとしての持続的農業技術の適応・普及及び、プロジェクト対象地域外の普及

員や他組織の普及員に対する技術研修にかかわる戦略の策定を行い、本プロジェクトにお

いて実施してきた活動の継続性を確保することが重要である。 
 
３－２ 教 訓 

 （1）展示研修圃（PDC）を用いた農民への持続的技術普及活動のモニタリング・評価システム

の必要性 
プロジェクト期間中に合計で227カ所のPDCで、持続的農業技術の普及活動が実施され、周

辺農家の参加数を考慮すると、かなり多くの農民に技術を伝えることができたことは本プロ

ジェクトの大きな成果である。ただし、PDCにおいて農民に持続的農業技術を伝えること、ま

た普及活動を通じて普及員の能力・経験の向上を図ることに重点が置かれる一方、普及活動

のモニタリング・評価を適切に行い、普及活動が適切に実施されているか、また、次回の普

及活動の改善にどうつなげていくか、さらには、普及活動によってどのような効果・成果が

出ているのか（技術の有効性、作物の生産性や収益性に対する効果など）を適切に把握する

システムをつくることが不十分であった。今後、類似のプロジェクトを実施する際には、普

及対象となった農家の基本情報（農地面積、栽培作物、収量など）、支援対象作物、導入技術、

生育状況や収量の変化、生産コストの変化、技術移転結果（導入技術採用・継続的使用の状



 

－28－ 

況など）の状況を定期的に収集・整理・分析するモニタリングの仕組みを普及活動実施前に

検討し、PDCでの活動の効果をきちんと把握できるようにしておくことが重要である。 
 
 （2）プロジェクトのコンセプト、プロジェクトがめざすもの、プロジェクトの内容等について、

カウンターパート機関の関係職員の理解促進を図ることの重要性 
本プロジェクトの2年目以降は解消されたものの、開始初期はプロジェクト内容についての

両国関係者間の共通理解が十分には取れていなかったとの指摘があった。初期の段階から、

プロジェクト内容の詳細やプロジェクト・コンセプトについて十分な理解を促進することが

重要である。 
PDMには、プロジェクトの目的、達成すべき成果、活動項目、投入について、その概要が

記載されているものの、それはあくまでも概要であり、さらにまた、本プロジェクトでは詳

細な活動計画（PO）が作成されていない。プロジェクトの内容改善とプロジェクト活動の円

滑な進捗のためには、カウンターパートとJICA専門家が共同でプロジェクトの活動計画を作

成することが必要である。また、PDMの指標についても、プロジェクト開始から2年6カ月後

の中間レビュー時にようやくPDMの改訂が行われ、数値指標も設定されたが、プロジェクト

開始後の早い段階で数値指標を設定し、カウンターパートとの間で達成すべき目標について

共通認識を得るべきであった。 
 
 （3）ジェンダーアプローチの考慮 

プロジェクト・デザインでは、ジェンダーの視点が考慮されていなかったものの、別途INTA
のジェンダーについての方針と戦略に沿って、プロジェクトの技術移転活動に際して生産者

家族の参加が促進され、普及員が農村家庭の総合開発と男女共同参画の視点を取り込み、強

化した。裨益者により大きなインパクトを与えるには、プロジェクト設計の時点でジェンダ

ーの視点からの活動を含めていくことが重要である。 
 
３－３ 団長所感 

終了時評価の結果、本プロジェクトは目標である「持続的農業技術の普及体制の構築と対象地

域内の小規模農家での普及された技術の適用」はほぼ達成していることが確認された。このよう

に協力活動が良好な要因としてはカウンターパートと専門家の尽力以外にも、①カウンターパー

ト組織であるINTAの持続的農業技術普及促進に対する強いイニシアティブ、②展示研修圃設置に

よる技術普及法の適切さ、③小規模農家が容易に実践できる普及技術の内容、④技術適用による

営農経費の低減、⑤技術認証システム導入による普及員の活動に対するモチベーションの向上、

などが挙げられる。 
2005年に「有機農法振興国家戦略」が策定されて以降、INTAによる小規模農家への技術普及の

焦点は環境保全型の持続的で低コストの内容に移り変わったが、本プロジェクト開始前は組織内

に普及可能な関連技術の蓄積がなく、具体的な普及活動はほとんどできない状況にあった。この

ような状況下での本技術協力の開始は非常に時機を得たものといえ、その後のINTAの強いイニシ

アティブによるプロジェクト活動の推進につながったといえる。 
本プロジェクトの受益小規模農家約2,100戸に対して持続的農業技術を普及するため、対象地域

内に合計227カ所、約10戸当たり1カ所のPDCが設置された。このようにきめ細かく設置された展示
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研修圃場で、有機肥料製造、総合的病害虫管理、栽培管理、土壌保全などの持続的農業技術の普

及が「展示」と「実地研修」の組み合わせにより効果的に行われたことが、農家の技術習得とそ

の後の適用を促すこととなった。 
なお、技術の内容もボカシなどの有機肥料の製造、病害虫誘引トラップや育苗土作り、支柱や

マルチの導入などによる栽培改善などのほとんどの技術が、小規模農家がローカル材料を用いて

容易に実践できるものであったことが普及を後押しする結果となった。また、これらの持続的農

業技術の導入が農薬と化学肥料使用量の低減、すなわち営農経費の削減に直結することが農家の

インセンティブを高めている。現在、これらの技術は主に野菜栽培（トマト、ピーマンなど）に

用いられているが、聞取りでは農薬や化学肥料を用いた従来の栽培法と比較した場合、単収も向

上していると答える農家が大半を占めた。これは育苗土作り、有機肥料投入による土壌肥沃度の

向上、支柱やマルチの導入など総合的な栽培技術の改善によるものと思われる。 
また、中間レビュー時に定められた「技術認証システムの導入」が農家を指導するINTA普及員

のモチベーションを高める方向に作用し、そのことがプロジェクト活動の推進力増加の一因にな

ったと推測される。この技術認証システムは、①持続的農業技術に関する筆記試験の結果、②展

示圃場における導入技術と運営状況、③農家を対象とした講習会の内容、④農家アンケートによ

る普及員の活動の状況、を総合的に評価しその合否を決める仕組みとなっている。このように筆

記試験結果だけではなく普及活動に係るパフォーマンス全体を評価するシステムとなっているこ

とが、普及員の活動へのモチベーションを高めていると判断される。 
本プロジェクトの上位目標である「対象地域の小規模農家への持続的農業技術の普及」も下記

に示す外部からのINTAへの支援もあり、その達成の可能性は非常に高い。 
現在、スイス政府の資金援助を受けINTAが実施している「中米地域病害虫総合管理プログラム

（Programa de Manejo Integrado de Plagas en America Central：PROMIPAC、実施期間：2009～2012年）」

では、農民学校の手法を用い農家への指導を行っているが、その内容に本プロジェクトで普及し

ている持続的農業技術が生かされている。 
また INTAを対象とした IDB等による融資プログラム「持続的農牧業生産振興プログラム

（Programa de Fomento a la Productividad Agropecuia Sostenible）が来年（2013年）から5カ年計画、

事業費総額2,400万ドル（内訳；IDBから1,860万ドル、中米経済統合銀行から540万ドル）で開始さ

れるが、この活動計画に本プロジェクト成果の全面的な活用による持続的農業技術の普及が含ま

れている。よってこのプログラムで本技術協力の成果が適切かつ効果的に活用されるよう、プロ

ジェクトとして各種の技術マニュアル、パンフレットの作成などの成果取りまとめに今後更に注

力することが望まれる。なお総事業費のうちの60～70％がINTA本部、試験場並びに地域事務所な

どの施設改修に充てられ、残りが持続的農牧畜技術の普及活動に用いられる計画であり、その対

象はニカラグア国内の151市のうち、これまでINTAの関与が不十分であった51市の約4,300農家と

なっている。 
なお、終了時評価調査時に協議したカウンターパートのほとんどから、協力活動継続への要望

が出された。この要望の背景には、今後、全国レベルで持続的農業技術を本格的に普及するため

には、日本側からの継続的な指導と助言が必要とのINTAの総意があると感じられた。またINTAは、

持続的農業技術普及を小規模農家の生計向上に結び付けるためには、農産加工とマーケティング

面での政府支援が必要と考えており、その点に関する技術協力を望む声もあった。 
現状では小規模農家をとりまく技術的な課題がまだ数多く残されており、職員の技術習得意欲



 

－30－ 

と農業開発に対する意識が高い。換言すれば技術協力の受容能力に富むINTAを対象とする継続的

な技術支援は、これまでの協力のインパクトの増大につながり、ひいてはニカラグアの農業開発

に大きく寄与する可能性が高い。 
以上の点を総合的に勘案すると、本プロジェクトと「農村開発のためのコミュニティ強化計画

プロジェクト」の終了でINTAへの技術協力を完全に終了させることは非常に惜しい面があり、支

援継続を検討する意義は大きいと判断される。具体的には「持続的農業技術分野」の個別専門家

の派遣を通して、上記融資プログラム下での技術普及に対する指導と助言を行うとともに、将来

的な技術協力のあり方を検討することが支援継続の第一歩として適切だと思われる。 
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